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は
じ
め
に

不
退
去
罪
（
刑
法
第
一
三
〇
条
後
段
）
や
不
解
散
罪
（
刑
法
第
一
〇
七
条
）
の
よ
う
に
明
文
で
一
定
の
不
作
為
を
犯
罪
と
し
て
い
る
少

数
の
例
外
的
場
合
（
一
般
に
、
真
正
不
作
為
犯
と
呼
ば
れ
る
）
を
除
い
て
は
、
犯
罪
構
成
要
件
は
作
為
の
行
為
態
様
を
予
定
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
不
作
為
で
結
果
を
実
現
し
た
と
い
え
る
よ
う
な
場
合（
一
般
に
、
不
真
正
不
作
為
犯
と
呼
ば
れ
る
）、
例
え

ば
、
乳
飲
み
子
に
授
乳
し
な
い
で
餓
死
さ
せ
た
と
か
、
あ
る
い
は
、
病
気
の
幼
児
を
病
院
へ
連
れ
て
行
か
な
い
で
病
死
さ
せ
た
と
い
っ
た

場
合
、「
死
な
せ
た
」
と
は
言
え
て
も
、「
殺
し
た
」
と
は
言
え
ず
、
そ
う
す
る
と
、「
死
な
せ
た
」
場
合
の
明
文
の
規
定
が
な
い
の
で
殺
人

罪
や
過
失
致
死
罪
で
は
処
罰
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
処
罰
で
き
る
と
し
て
も
、
作
為
と
で
は
犯
罪
成
立
要
件
が
異
な
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。

不
作
為
犯
の
基
本
問
題
は
、
い
か
な
る
要
件
が
そ
ろ
え
ば
、
構
成
要
件
該
当
結
果
の
発
生
を
阻
止
し
な
い
こ
と
が
作
為
に
よ
っ
て
結
果

発
生
を
惹
起
し
た
場
合
に
等
値
で
き
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
八
世
紀
に
殺
人
罪
に
関
し
て
議

論
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
結
果
回
避
の
法
義
務
を
体
系
的
に
把
握
す
る
努
力
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
遡
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

は
、「
人
に
わ
れ
わ
れ
が
現
実
に
行
為
に
出
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
が
あ
る
限
り
、
そ
の
限
り
で
不
作
為
犯
が
存
在
す
る
。
…
…
し
か
し
、

市
民
を
義
務
付
け
る
の
は
本
来
的
に
不
作
為
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
不
作
為
犯
は
常
に
、
作
為
を
義
務
付
け
る
特
別
の
法
的
根
拠
（
法
律
又

は
契
約
）
を
前
提
と

１
）

す
る
」
と
い
う
啓
蒙
期
の
自
由
主
義
理
念
に
特
徴
的
な
根
拠
付
け
で
、
専
ら
法
律
と
契
約
だ
け
を
結
果
回
避
を
義
務

付
け
る
法
的
根
拠
と
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
と
し
た
。
シ
ュ
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
と
ヘ

２
）

ン
ケ
は
こ
れ
を
超
え
て
緊
密
な
生
活
状
態（
例
え
ば
、

婚
姻
、
近
親
関
係
）
も
義
務
付
け
の
根
拠
と
見
た
。
シ
ュ
チ
ュ
ー
ベ
ル
は
こ
れ
に
危
険
な
先
行
行
為
を
結
果
回
避
義
務
の
根
拠
と
し
て
加
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え
た
。「
助
け
な
け
れ
ば
死
な
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
他
人
を
お
い
た
者
は
、
そ
の
者
を
助
け
な
い
と
き
、
殺
人
の
罪
を
問
わ

３
）

れ
る
」
と
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
後
の
不
作
為
犯
理
論
発
展
の
礎
が
築
か
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
世
紀
中
頃
、
刑
法
学
に
自
然
科
学
の
思
考
が
浸
透
す
る
に
及
ん
で
、
等
値
性
問
題
を
発
生
し
た
結
果
に
対
す
る
不
作
為
の
因
果
性

を
証
明
す
る
こ
と
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
為
さ
れ
た
。
不
作
為
の
間
に
行
わ
れ
る
作
為
を
原
因
と
す
る
他
行
行
為
説
（
平
行
作
為

原

４
）

因
説
）、
不
作
為
に
先
行
す
る
作
為
を
原
因
と
す
る
先
行
行
為
説
（
先
行
作
為
原

５
）

因
説
）
が
主
張
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
一
定
の
不
作
為

を
負
責
の
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
評
価
の
対
象
を
誤
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
最
も
支
持
を
集
め
た
の
が
「
干

６
）

渉
説
」
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
不
作
為
の
因
果
性
は
行
為
衝
動
を
抑
圧
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
結
果
を
阻
止
す
る
要
素
（
行
為
意
思
）
が
除
去
さ
れ
る

こ
と
で
、
結
果
を
現
実
に
惹
起
す
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
説
も
認
識
の
な
い
過
失
の
不
作
為
で
は
行
為
衝
動
の
抑
圧
と
い
う
よ
う
な

こ
と
は
問
題
外
で
あ
る
し
、
故
意
の
不
作
為
で
あ
っ
て
も
、
初
め
か
ら
行
為
衝
動
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
行
為
衝
動
の
抑
圧
は
問
題

と
な
り
え
な
い
と
こ
ろ
に
難
点
が
あ

７
）

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
因
果
性
を
証
明
す
る
試
み
は
ど
れ
も
成
功
せ
ず
、
結
局
、
因
果
性
は
不
作
為

の
決
定
的
問
題
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
支
配
的
と
な
っ
た
。
不
作
為
の
可
罰
性
は
そ
の
因
果
性
の
仮
定
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。

決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
社
会
に
よ
っ
て
そ
の
介
入
を
頼
り
に
さ
れ
て
い
る
者
が
、
期
待
さ
れ
た
活
動
を
し
な
い
こ
と
で
、
世
話
を
当
て

に
し
て
い
て
、
他
の
保
全
策
も
無
く
無
保
護
の
状
態
に
あ
る
利
益
を
侵
害
す
る
と
い
う
規
範
的
観
点
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
等
値
性
問
題
は
因
果
関
係
に
代
わ
っ
て
作
為
義
務
の
問
題
と
な
り
、
作
為
義
務
は
違
法
性
の
問
題
と
な
っ
た
の

で

８
）

あ
る
。
長
い
こ
と
、
不
作
為
犯
に
と
っ
て
重
要
な
法
義
務
は
ま
っ
た
く
形
式
的
に
そ
の
発
生
根
拠
（
法
律
、
慣
習
法
、
契
約
、
先
行
行

為
）
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
形
式
的
法
義
務
説
）。
し
か
し
、
既
に
早
く
か
ら
、
結
果
回
避
の
法
義
務
を
実
質
的
に
刑
法
の
保

護
任
務
か
ら
演
繹
す
る
試
み
も
あ
っ
た（
実
質
的
法
義
務
説
）。
不
作
為
者
の
社
会
的
義
務
圏
、
健
全
な
国
民
感
情
、
社
会
共
同
体
の
内
的
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秩
序
の
必
要
事
が
強
調
さ
れ
た
の
で

９
）

あ
る
。
不
作
為
犯
理
論
史
の
暫
定
的
終
結
を
も
た
ら
し
た
の
が
ナ
ー
グ
ラ
ー
の
理
論
で
あ

10
）

っ
た
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
作
為
義
務
は
非
類
型
的
・
実
質
的
な
違
法
性
の
問
題
で
は
な
く
、
作
為
義
務
を
負
わ
な
い
者
の
不
作
為
は
そ
も
そ
も
構
成

要
件
に
該
当
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
違
法
性
の
問
題
の
前
に
、
構
成
要
件
該
当
性
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、

等
値
性
で
あ
っ
て
、
不
作
為
者
に
、
法
敵
対
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
無
害
に
す
る
責
務
を
負
う
、
結
果
不
発
生
の
保
障
人
と
し
て
の
特
徴
を
与

え
る
要
素
に
よ
っ
て
、
不
作
為
犯
に
対
応
す
る
作
為
犯
の
構
成
要
件
を
補
充
す
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
法
義
務
が
保
障
義
務
で
あ
り
、

こ
の
義
務
を
基
礎
付
け
る
特
別
の
関
係
が
保
障
人
の
地
位
で
あ
り
、
そ
の
義
務
者
が
保
障
人
で
あ
る
（
保
障
人
説
）。

国
家
社
会
主
義
政
権
の
下
で
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
条
が
改
訂
さ
れ
、
罪
刑
法
定
主
義
が
否
定
さ
れ
、
国
民
感
情
の
観
点
か
ら
す
る
類
推

解
釈
が
許
容
さ
れ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
こ
の
規
定
は
削
除
さ
れ
、
罪
刑
法
定
主
義
が
基
本
法
第
一
〇
三
条
第
二
項
、
刑
法
旧
第
二

条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
た
。
罪
刑
法
定
主
義
の
こ
の
再
認
識
と
あ
い
ま
っ
て
、
戦
後
一
時
期
有
力
と
な
っ
た
目
的
的
行
為
論
が
不
作
為
犯

理
論
に
影
響
を
与
え
た
。
目
的
的
行
為
論
者
の
一
人
で
あ
る
ア
ル
ミ
ン
・
カ
オ
フ
マ
ン
は
そ
の
「
逆
転
原
理
」
に
お
い
て
、
作
為
と
不
作

為
は
存
在
論
的
構
造
を
異
に
し
（
Ａ
とn

o
n
-A

の
関
係
）、
不
作
為
を
「
行
為
」
の
中
に
包
摂
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
規
範
論
理
上
は
、
作

為
犯
は
あ
る
一
定
の
行
為
を
す
る
な
と
い
う
禁
止
規
範
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
不
作
為
犯
は
あ
る
一
定
の
行
為
を
せ
よ

と
い
う
命
令
規
範
に
違
反
す
る
も
の
で
、
両
者
は
規
範
違
反
の
構
造
の
上
に
お
い
て
ま
っ
た
く
本
質
を
異
に
す
る
の
で
、
禁
止
規
範
を
内

容
と
す
る
作
為
の
構
成
要
件
に
不
作
為
を
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
作
為
と
不
作
為
は
因
果
関
係
、
故
意
不
作
為
に
お
い
て
は
、

不
作
為
を
す
る
決
断
（「
故
意
」
が
法
的
に
重
要
な
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
命
令
さ
れ
た
作
為
を
す
る
決
断
の
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
重
要
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
不
作
為
の
故
意
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
）等
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
異
な
る
と
主
張
し
た
の
で

11
）

あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
作
為
犯
と
不
作
為
犯
を
一
つ
の
構
成
要
件
に
包
摂
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
作
為
犯
の
形
式
で
規
定
さ
れ
て
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い
る
構
成
要
件
に
不
作
為
の
場
合
も
含
ま
れ
る
と
す
る
こ
と
は
罪
刑
法
定
主
義
に
違
反
す
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
が
問
題
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
疑
い
を
除
く
た
め
に
、
不
真
正
不
作
為
犯
に
つ
い
て
新
た
な
規
定
を
設
け
る
べ
き
だ
と
す
る
要
請
が

強
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
適
切
な
成
立
要
件
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
範
囲

の
不
当
な
拡
張
を
抑
制
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
一
九
七
五
年
一
月
一
日
施
行
の
ド
イ
ツ
刑
法
第
一
三

条
（
不
作
為
に
よ
る
作
為
）
の
新
設
に
繫
が
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
条
文
に
は
保
障
人
説
の
影
響
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
既
に
牧
野
英
一
が
「
不
作
為
犯
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
超
法
規
的
な
標
準
に
依
っ
て
事
を
論
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ

と
に
な
る
次
第
か
ら
し
て
、
公
序
良
俗
乃
至
信
義
誠
実
の
原
則
、
そ
の
他
事
物
の
性
質
に
依
り
当
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
犯
罪
の
構

成
要
件
を
左
右
す
る
」
と
し
て
、
類
推
解
釈
を
許
容
し
て

12
）

い
た
。
ま
た
、
小
野
清
一
郎
も
、
不
真
正
不
作
為
犯
は
拡
張
的
又
は
類
推
的
解

釈
に
よ
っ
て
構
成
要
件
該
当
性
の
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
と
主
張
し
て

13
）

い
た
。
し
か
し
、
目
的
的
行
為
論
の
影
響
が
日
本
に
も
及
び
、

不
真
正
不
作
為
犯
の
処
罰
は
罪
刑
法
定
主
義
に
違
反
す
る
と
主
張
す
る
学
説
が
現
れ
た
。
こ
れ
は
立
法
論
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
罪
刑
法
定
主
義
違
反
の
疑
念
を
払
拭
す
る
た
め
に
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
総
則
規
定
を
お
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張

が
為
さ

14
）

れ
た
。
事
実
、
一
九
七
四
年
の
改
正
刑
法
草
案
第
一
二
条
は
不
作
為
に
よ
る
作
為
犯
を
規
定
し
て

15
）

い
る
。
し
か
し
、
不
真
正
不
作

為
犯
の
立
法
化
の
要
請
は
必
ず
し
も
強
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
一
般
に
、
規
範
論
理
的
に
は
、
作
為
犯
が
禁
止
規
範
違
反
、

真
正
不
作
為
犯
が
命
令
規
範
違
反
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
不
真
正
不
作
為
犯
は
命
令
（
作
為
義
務
）
違
反
を
通
じ
て
禁
止
規
範
に
違
反
す

る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（「
命
令
違
反
を
契
機
と
す
る
禁
止
違
反
」、
つ
ま
り
、
不
作
為
に
よ
る
「
作

16
）

為
犯
」）。
し
か
も
、
総

則
規
定
の
新
設
を
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
に
謙
抑
的
態
度
を
と
っ
て
き
た
実
務
を
処
罰
拡
大
の
方
向
に
向
か
わ
せ

か
ね
な
い
と
の
恐
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
仮
に
立
法
化
す
る
と
し
て
も
、
各
則
に
個
々
的
に
不
作
為
・
結
果
犯
規
定

不作為犯の体系と構造 ㈠
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を
立
法
し
た
ほ
う
が
良
い
と
い
う
主
張
も
な
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で

17
）

あ
る
。

い
か
な
る
社
会
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
不
作
為
義
務
ば
か
り
で
な
く
、
作
為
義
務
も
不
可
欠
で
あ

る
。
人
々
の
生
活
は
多
く
の
面
で
相
互
依
存
・
信
頼
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
特
定
の
場
合
に
、
作
為
義
務
違
反
に
よ
る
法

益
侵
害
に
刑
罰
法
規
を
も
っ
て
対
処
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
。
実
際
、
わ
が
国
の
判
例
・
学
説
に
お
い
て
も
、
一
般
に
、
不
真
正
不
作

為
犯
に
関
す
る
総
則
規
定
が
な
く
と
も
、
そ
の
処
罰
は
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
作
為
、
不
作
為
の
区
別
、
真
正
不
作
為

犯
と
不
真
正
不
作
為
犯
の
区
別
、
作
為
義
務
の
根
拠
・
範
囲
等
、
様
々
な
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
は
今
日
な
お
終
息
を
見
な
い
。
本
稿

は
、
こ
れ
ら
の
燎
原
の
火
の
ご
と
く
燃
え
盛
る
議
論
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
不
作
為
犯
の
体
系
を
構
築
を
せ
ん
と
す
る
一
つ
の
さ
さ
や

か
な
試
み
で
あ
る
。

注１
）

J.
F
eu
erb

a
ch
,
L
eh
rb
u
ch d

es g
em
ein
en in D

eu
tsch

la
n
d g

u
ltig

en P
ein
lich

en R
ech

ts,
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fl,
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S
.
24.
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）

S
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Ü
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fb
a
rk
eit,

N
eu
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rim
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.
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539.;
H
en
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H
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a
lrech

ts u
n
d d
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litik
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T
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）

S
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n ein
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V
erb
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en
,
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S
.
61.

４
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H
.
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u
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A
b
h
a
n
d
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u
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frech

te,
B
d
.
II,

1840.

５
）

A
.
M
erk

el,
K
rim

in
a
listisch

e A
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o
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1858.

６
）

v
.
B
u
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U
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n
g d

er V
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K
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Ü
b
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n
g
,
B
d
.
II,
H
a
lfte 1,

2.
A
u
fl.,

1914,
S
.
516 ff.,

536 ff.,
555 ff.

わ
が
国
で
は
、
勝
本
勘
三
郎
『
刑
法
要
論
総
則
』
一
九
一
三
年
・
一
四
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六
頁
。

７
）

C
.
R
o
x
in
,
S
tra
frech

t,
A
T
,
2003,

31 R
n 38.

８
）

E
.
B
elin

g
,
D
ie L

eh
re v

o
m
 
V
erb

rech
en
,
1906,

S
.
224 f.;

M
.
E
.
M
a
y
er,

D
er a

llg
em
ein
e T

eil d
es D

eu
tsch

en S
tra
frech

ts,
1923,

S
.

190 f.
わ
が
国
で
は
、
牧
野
英
一
「
不
作
為
の
違
法
性
」（
黒
田
・
牧
野
『
行
為
の
違
法
、
不
作
為
の
違
法
性
』
所
収
・
一
九
二
四
年
）。

９
）

H
.
-H
.
Jesch

eck
,
T
h
.
W
eig
en
d
,
L
eh
rb
u
ch d

es S
tra
frech

ts.
A
T
,
5.
A
u
fl.,

1996,
58 I 1.

内
田
文
昭
『
刑
法
概
要
上
巻
』（
一
九
九
五
年
）

三
〇
二
頁
以
下
。

10
）

J.
N
a
g
ler,

D
ie P

ro
b
lem

a
tik d

er B
eg
eh
u
n
g d

u
rch U

n
terla

ssu
n
g
,
G
S 111

(1938)
S
.
1 ff.

参
照
、
中
谷

子
「
不
真
正
不
作
為
犯
の
問
題

性
に
関
す
る
一
考
察
」
慶
応
大
学
『
法
学
研
究
』
三
〇
巻
四
号
（
一
九
五
七
年
）
一
四
頁
以
下
、
一
二
号
四
〇
頁
以
下
。
中
森
喜
彦
「
保
障
人
説
に
つ
い
て
」

『
法
学
論
叢
』
八
四
巻
四
号
（
一
九
六
九
年
）
一
頁
以
下
。

11
）

A
rm
in K

a
u
fm
a
n
n
,
D
ie D

o
g
m
a
tik d

er U
n
terla

ssu
n
g
sd
elik

te,
1959.

12
）
牧
野
英
一
『
刑
法
総
論
上
巻
』（
第
一
五
版
）
一
九
五
八
年
・
三
〇
二
頁
、
二
二
八
頁
。

13
）
小
野
清
一
郎
『
新
訂
刑
法
講
義
総
論
』（
第
六
版
）
一
九
五
二
年
・
一
〇
三
頁
以
下
。

14
）
金
沢
文
雄
「
不
真
正
不
作
為
犯
の
問
題
性
」（
佐
伯
還
暦
『
犯
罪
と
刑
罰
（
上
）』
所
収
・
一
九
六
九
年
）
二
二
四
頁
以
下
、
二
三
五
頁
。
飯
田
忠
雄
「
不

真
正
不
作
為
犯
の
刑
事
責
任
の
限
界
｜

不
作
為
に
よ
る
作
為
犯
に
つ
い
て
の
立
法
的
一
考
察
」（
佐
伯
還
暦
『
犯
罪
と
刑
罰
（
上
）』
所
収
）
二
〇
八
頁
以

下
、
二
二
三
頁
。
香
川
達
夫
『
刑
法
講
義
総
論
』
一
九
八
〇
年
・
一
一
二
頁
。

15
）
改
正
刑
法
草
案
（
昭
和
四
九
年
五
月
二
九
日
法
制
審
議
会
総
会
決
定
）
第
一
二
条
（
不
作
為
に
よ
る
作
為
犯
）「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る

責
任
を
負
う
者
が
、
そ
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
と
さ
ら
に
こ
れ
を
防
止
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
事
実
を
発
生
さ
せ

た
と
き
は
、
作
為
に
よ
っ
て
罪
と
な
る
べ
き
事
実
を
生
ぜ
し
め
た
者
と
同
じ
で
あ
る
。」。

16
）
内
田
（
前
掲
書
・
注
９
）、
三
〇
七
頁
、
堀
内
捷
三
『
刑
法
総
論
（
第
二
版
）』
二
〇
〇
四
年
・
五
六
頁
。

17
）
中
山
研
一
『
刑
法
総
論
』（
一
九
八
九
年
）
二
五
八
頁
。
同
「
不
作
為
に
よ
る
作
為
犯
」（
竹
田
・
植
田
還
暦
『
刑
法
改
正
の
諸
問
題
』
所
収
・
一
九
六
七

年
）
三
頁
以
下
、
一
四
頁
。
名
和
鉄
郎
「
総
則
の
意
義
と
不
真
正
不
作
為
犯
」
法
律
時
報
四
六
巻
六
号
（
一
九
七
四
年
）
一
〇
九
頁
以
下
。
た
し
か
に
、
刑

罰
規
定
に
よ
っ
て
は
各
則
で
不
作
為
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
不
作
為
犯
行
為
者
の
見
通
し
が
た
い
多
様
性
の
故
に
刑
罰
規

定
ご
と
に
網
羅
的
、
具
体
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。H

.
W
elzel,

D
a
s
 
D
eu
tsch

e
 
S
tra
frech

t,
11.

A
u
fl.,

1969,
S
.
209 f.
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第
一
章

不
作
為
犯
総
説

Ⅰ

不
作
為
犯
の
体
系
と
種
類

一
般
に
人
の
行
為
が
積
極
的
行
為
と
し
て
も
消
極
的
行
為
と
し
て
も
現
れ
る
よ
う
に
、
刑
法
に
お
け
る
行
為
も
作
為
犯（
積
極
的
行
為
）

と
し
て
も
不
作
為
犯
（
消
極
的
行
為
）
と
し
て
も
出
現
し
う
る
。
し
か
し
、
刑
法
の
犯
罪
構
成
要
件
の
大
部
分
は
作
為
を
想
定
し
て
類
型

化
さ
れ
て
い
る
。
一
定
の
作
為
を
す
る
こ
と
を
刑
罰
を
も
っ
て
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
明
文
の
規
定
で
、
一
定
の
作
為
を
す
る
こ
と
を
刑
罰
を
も
っ
て
命
令
し
て
い
る
の
は
稀
で
あ
る
。
命
令
違
反
の
作
為

を
刑
罰
を
も
っ
て
警
告
す
る
の
は
例
外
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刑
法
は
、
不
作
為
義
務
を
優
先
的
に
定
め
、
特
別
の
場
合
に
の
み
作
為

義
務
を
定
め
る
。
も
と
よ
り
、
作
為
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
、
対
応
の
作
為
を
不
作
為
す
べ
し
と
の
命
令
で
も
あ
る
し
、
同
様
に
、

一
定
の
作
為
を
す
る
べ
し
と
の
命
令
は
、
同
時
に
、
一
定
の
不
作
為
を
禁
止
す
る
こ
と
で
も

１
）

あ
る
。

不
作
為
が
例
外
な
の
だ
と
い
う
事
情
は
、
先
ず
、
単
な
る
不
作
為
は
そ
れ
ほ
ど
危
険
で
は
な
い
こ
と
が
多
く
、
通
常
は
、
作
為
ほ
ど
の

犯
罪
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
伴
わ
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
場
合
、
当
罰
性
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
さ
ら
に
、

自
由
主
義
に
立
脚
す
る
法
秩
序
に
お
い
て
は
、
不
作
為
を
も
っ
て
違
法
行
為
と
為
す
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
出
立
す
る
べ
き
こ

と
も
指
摘
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
規
範
名
宛
人
に
向
け
て
、
第
三
者
の
（
専
ら
の
）
利
益
の
た
め
に
一
定
の
作
為
を
す
る
べ
し
と
の
命

令
は
、
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
者
の
自
由
を
著
し
く
制
限
す
る
ば
か
り
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
の
者
に
対
す
る
著
し
い
過
大
な
要
求
で
も

北研44(1・ )8 8
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あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
者
の
利
益
保
護
・
促
進
の
た
め
の
具
体
的
作
為
義
務
は
、
同
時
に
、
そ
の
第
三
者
の
自
由
及
び
私
的
・
答
責
領

域
へ
の
侵
襲
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
の
自
律
性
、
自
己
答
責
性
と
い
う
基
本
命
題
と
矛
盾
す
る
。
例
え
ば
、
殺
害
行
為
を
し
て
は
い

け
な
い
者
は
、
働
く
と
か
散
歩
す
る
と
か
読
書
す
る
と
か
様
々
な
行
為
を
す
る
自
由
を
有
し
て
い
る
が
、
今
こ
の
場
で
他
人
を
救
助
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
者
は
、
こ
れ
以
外
の
こ
と
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
刑
法
は
、「
法
益
侵
害
が
生
じ
な
い
よ
う
な
積
極
的
行

為
を
す
る
よ
う
に
誰
に
で
も
期
待
で
き
る
」
が
、「
不
活
動
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
」
を
「
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
人
か
ら
期
待

す
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
出
立

２
）

す
る
。

不
作
為
犯
は
行
為
関
係
性
と
結
果
関
係
性
と
い
う
実
質
的
規
準
か
ら
真
正
（
純
正
）
不
作
為
犯
（ech

te U
n
terla

ssu
n
g
sd
elik

te

）
と

不
真
正
（
不
純
性
）
不
作
為
犯
（u

n
ech

te U
n
terla

ssu
n
g
sd
elik

te

）
の
二
群
に
分
け
ら

３
）

れ
る
。
真
正
不
作
為
犯
は
、
作
為
犯
の
下
位
分

類
と
し
て
の
単
純
行
為
犯
の
対
類
型
と
し
て
、
命
令
さ
れ
且
つ
可
能
な
作
為
を
し
な
い
こ
と
を
刑
罰
を
も
っ
て
警
告
す
る
犯
罪
で
あ
る
。

こ
れ
を
超
え
る
結
果
の
発
生
は
構
成
要
件
の
一
部
に
属
さ
な
い
。
客
観
的
構
成
要
件
は
単
純
な
命
令
違
反
の
不
作
為
に
尽

４
）

き
る
。

不
真
正
不
作
為
犯
は
、
命
令
さ
れ
た
且
つ
可
能
な
作
為
を
し
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
構
成
要
件
該
当
結
果
の
発
生
を
要
求
す
る
。
真
正

不
作
為
犯
と
は
異
な
り
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
行
為
者
に
は
、
一
定
の
作
為
義
務
ば
か
り
で
な
く
、
具
体
的
な
切
迫
す
る
結
果
発
生
を
阻

止
す
る
特
別
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
。
構
成
要
件
に
表
現
さ
れ
る
命
令
は
、
作
為
を
す
る
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
を
超
え
て
、
結
果

の
回
避
に
も
関
係
す
る
。
し
か
し
、
結
果
回
避
義
務
は
一
定
の
人
、
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
保
障
人
に
の
み
課
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
不
真

正
不
作
為
犯
は
、
作
為
・
結
果
犯
の
対
類
型
な
の
で

５
）

あ
る
。
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Ⅱ

真
正
不
作
為
犯

真
正
不
作
為
犯
は
、
命
令
規
範
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
に
尽
く
さ
れ
る
。
こ
の
義
務
侵
害
が
不
法
を
構
成
す
る
。

真
正
不
作
為
犯
は
大
な
り
小
な
り
一
般
的
に
義
務
を
負
う
行
為
者
圏
に
向
け
ら
れ
る
。
真
正
作
為
犯
は
作
為
に
よ
っ
て
は
犯
し
え
な
い
犯

罪
で

６
）

あ
る
。
多
衆
不
解
散
罪
（
刑
法
第
一
〇
七
条
）、
不
退
去
罪
（
刑
法
第
一
三
〇
条
後
段
）、
爆
発
物
告
知
義
務
違
反
罪
（
爆
発
物
取
締

罰
則
第
七
条
）、
犯
罪
告
知
義
務
違
反
罪
（
爆
発
物
取
締
罰
則
第
八
条
）、
運
転
免
許
証
の
不
携
帯
罪
・
不
提
示
罪
（
道
路
交
通
法
第
九
五

条
、
第
一
二
一
条
第
一
項
第
一
〇
号
、
同
条
第
二
項
、
第
一
二
〇
条
第
一
項
第
九
号
）
等
が
あ
る
。

真
正
不
作
為
犯
の
結
果
的
加
重
犯
も
あ
る
。
保
護
責
任
者
不
保
護
罪
（
刑
法
第
二
一
八
条
後
段
）
は
特
定
の
侵
害
結
果
や
具
体
的
危
険

の
発
生
を
要
求
し
て
お
ら
ず
、
真
正
不
作
為
犯
で
あ
り
、
そ
の
結
果
死
傷
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
、
保
護
責
任
者
不
保
護
致
死
傷
罪
（
刑
法

第
二
一
九
条
）
が
成
立
す
る
。

客
観
的
構
成
要
件
要
素
は
命
令
さ
れ
た
作
為
を
し
な
い
こ
と
と
、
そ
の
作
為
の
事
実
的
可
能
性
で
あ
る
。
い
か
な
る
作
為
が
命
令
さ
れ

て
い
る
か
は
、
個
々
の
構
成
要
件
、
そ
の
保
護
目
的
、
具
体
的
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
。
命
令
を
充
足
さ
せ
る
傾
向
を
有
す
る
作
為
を
す

る
こ
と
で
足
り
る
。
そ
の
判
断
基
準
は
客
観
的
考
察
者
の
事
前
判
断
で
あ
る
。
作
為
の
事
実
的
可
能
性
は
、
不
作
為
者
の
利
用
で
き
る
手

段
、
知
識
、
能
力
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
命
令
さ
れ
た
作
為
を
物
理
的
・
現
実
的
に
行
い
う
る
（
個
別
行
為
能
力
）
と

い
う
こ
と
が
真
正
不
作
為
犯
の
書
か
れ
て
い
な
い
構
成
要
件
要
素
で

７
）

あ
る
。
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不
作
為
か
ら
生
ず
る
結
果
は
、
基
本
犯
の
成
立
の
成
否
に
は
関
係
が
な
い
。

犯
罪
類
型
に
よ
っ
て
は
、
単
純
行
為
犯
に
よ
っ
て
も
真
正
不
作
為
犯
に
よ
っ
て
も
犯
さ
れ
う
る
犯
罪
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
が
問
題
と

な
る
。
例
え
ば
、
偽
証
罪
（
刑
法
第
一
六
九
条
）
は
、
積
極
的
に
虚
偽
の
陳
述
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
（
作
為
犯
）、
決
定
的
事
実
を
秘

匿
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も（
不
作
為
犯
）犯
さ
れ
う
る
か
が
問
題
と

８
）

な
る
。
た
し
か
に
、
偽
証
罪
が
重
要
な
事
実
を
秘
匿
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
犯
さ
れ
う
る
こ
と
、
事
実
の
「
秘
匿
」
と
い
う
行
為
自
体
は
一
般
的
に
「
不
作
為
」
と
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
証
言
犯
罪

の
領
域
に
お
け
る
重
要
な
事
実
の
秘
匿
が
（
単
な
る
）
不
作
為
と
見
ら
れ
う
る
の
か
に
は
疑
問
が
あ
る
。
証
人
が
専
ら
黙
秘
す
る
こ
と
は

偽
証
で
は
な
く
、
証
言
拒
絶
で
あ
る
。
証
人
が
部
分
的
に
不
実
を
述
べ
、
且
つ
、
重
要
な
事
実
を
秘
匿
す
る
と
き
、
全
体
と
し
て
積
極
的

に
（
も
）
虚
偽
証
言
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
証
人
の
述
べ
る
こ
と
は
真
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
証
人
が
こ
れ
を
越
え

て
、
重
要
な
事
実
を
秘
匿
す
る
と
き（
明
白
に
こ
れ
に
関
す
る
供
述
を
拒
絶
す
る
こ
と
な
く
）、
こ
の
供
述
は
全
体
と
し
て
不
作
為
に
よ
っ

て
始
め
て
偽
証
に
な
る
、
つ
ま
り
、
供
述
の
完
全
性
の
概
観
を
維
持
す
る
秘
匿
に
よ
っ
て
の
み
、
行
為
が
全
体
と
し
て
構
成
要
件
該
当
に

な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
当
該
偽
証
が
真
正
不
作
為
犯
と
見
る
べ
き
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
実
際
、
偽
証
と
い
う
の
は
、
証
人
が（
そ

の
真
実
義
務
に
反
し
て
）
完
全
に
証
言
す
る
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
生
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
推
断
的
虚

偽
供
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
証
人
は
、
事
実
状
況
が
完
全
に
証
言
し
た
と
お
り
な
の
で
あ
り
、
積
極
的
に
述
べ
た
こ
と

と
異
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
作
為
は
全
体
行
為
の
一
部
と
し
て
推
断
的
作
為
と
一
体

化
す
る
の
で

９
）

あ
る
。
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Ⅲ

不
真
正
不
作
為
犯

不
真
正
不
作
為
犯
で
は
、
基
本
犯
の
命
令
規
範
は
、
一
定
の
行
為
を
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
結
果
の
回
避
も
命
令
し
て
い
る
。
行
為
義

務
は
、
結
果
を
回
避
す
る
た
め
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
は
、
命
令
さ
れ
た
作
為
を
す
る
こ
と
で
、
一
定
の
結
果
が
生
じ
な
い
よ
う

に
す
る
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
そ
の
前
提
要
件
は
各
犯
罪
が
結
果
犯
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
行
為
か
ら
思
考
上
分
離

さ
れ
た
外
部
世
界
に
お
け
る
変
動
、
つ
ま
り
、
結
果
の
発
生
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
語
圏
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
結
果
犯
が
文
言
上
作
為
に
よ
る
結
果
の
招
来
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
作
為
・
結
果
犯
と

し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
類
推
禁
止
と
い
う
法
治
国
の
要
請
に
応
え
る
た
め
に
は
、
不
作
為

に
よ
る
結
果
の
招
来
を
負
責
さ
せ
る
た
め
の
明
文
の
法
規
定
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
罪
刑
法
定
主
義
上
の
問
題

を
払
拭
す
べ
く
立
法
的
解
決
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
に
は
、
一
九
六
九
年
の
第
二
次
刑
法
改
正
法
（
一
九
七
五
年
一
月
一

日
施
行
）
に
よ
っ
て
第
一
三
条
（
不
作
為
に
よ
る
作
為
）
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
に
は
、
一
九
七
四
年
の
刑
法
改
正
に
よ
っ
て
第
二
条

（
不
作
為
に
よ
る
作
為
）
に
不
真
正
不
作
為
犯
に
関
す
る
規
定
が
導
入
さ
れ
た
。

ド
イ
ツ
刑
法
第
一
三
条
（
不
作
為
に
よ
る
作
為
）
は
、「
⑴
刑
法
の
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
者
は
、
そ
の

者
が
結
果
の
発
生
し
な
い
こ
と
に
つ
き
法
的
に
義
務
を
負
う
場
合
で
あ
っ
て
、
且
つ
そ
の
不
作
為
が
作
為
に
よ
る
法
律
上
の
構
成
要
件
の

実
現
に
準
ず
る
場
合
に
限
っ
て
、
本
法
に
よ
り
可
罰
的
と
な
る
。
⑵
刑
は
、
第
四
九
条
第
一
項
に
よ
り
、
こ
れ
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き

る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
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オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
二
条
（
不
作
為
に
よ
る
作
為
）
も
、「
法
規
が
結
果
の
招
来
に
つ
き
刑
を
科
し
て
い
る
と
き
は
、
法
秩
序
に
よ
っ

て
特
に
自
己
に
課
さ
れ
て
い
る
義
務
に
従
い
結
果
を
回
避
す
べ
き
事
情
に
あ
り
、
か
つ
結
果
の
回
避
を
為
さ
な
い
こ
と
が
作
為
に
よ
っ
て

客
観
的
構
成
要
件
を
実
現
し
た
も
の
と
同
視
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
果
の
回
避
を
為
さ
な
か
っ
た
者
も
罰
す
る
。」と
規
定
し

て
い
る
。
本
規
定
に
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
一
三
条
と
は
異
な
り
、「
特
別
の
法
義
務
」が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
質
的
に
は
本

規
定
も
ド
イ
ツ
刑
法
第
一
三
条
も
異
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
三
四
条
第
五
号
は
、
特
別
の
減
軽
事
由
と
し
て
、「
法

規
が
結
果
の
惹
起
に
刑
を
科
し
て
い
る
と
き
、
行
為
者
が
結
果
を
回
避
す
る
行
為
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
罰
的
と
さ
れ
た

場
合
」
を
定
め
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ス
イ
ス
刑
法
典
に
は
不
真
正
不
作
為
犯
の
明
文
規
定
が
見
当
た
ら
な
い
が
、
不
真
正
不
作
為
犯
は
連
邦
裁
判
所
の
認

め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
不
真
正
不
作
為
犯
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
…
…
少
な
く
と
も
作
為
に
よ
る
結
果
の
招
来
に
明
文
の
刑
罰
規
定
が
あ

る
と
き
、
被
告
人
が
作
為
を
す
れ
ば
実
際
に
結
果
の
発
生
を
回
避
で
き
た
と
云
え
、
且
つ
、
そ
の
法
的
地
位
の
故
に
そ
の
義
務
が
課
せ
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
当
該
不
作
為
が
積
極
的
行
為
に
よ
る
結
果
の
招
来
に
価
値
的
に
等
し
い
と
思
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
」（B

G
H
 
113

 
IV
 
72

）。「
不
真
正
不
作
為
犯
の
可
罰
性
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
行
為
に
よ
っ
て
一
定
の
結
果
を
回
避
す
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
者

が
、
実
際
に
そ
の
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
は
せ
ず
、
基
本
的
に
、
結
果
を
作
為
に
よ
っ
て
招
来
す

る
者
と
同
様
に
当
罰
的
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
」（B

G
H
 
96 IV

 
1

10
）

74

）。

か
く
し
て
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
各
則
の
作
為
・
結
果
犯
の
規
定
と
「
不
作
為
に
よ
る
作
為
」
の
規
定
の
組
み
合
わ
せ
に

よ
っ
て
、
新
た
な
不
真
正
不
作
為
犯
の
構
成
要
件
が
定
立
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ス
イ
ス
と
同
様
、
わ
が
国
に
は
、
こ
の
よ
う
な
総
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則
規
定
が
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
作
為
・
結
果
犯
を
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
刑
罰
規
定
で
あ
っ
て
も
、
禁
止
規
範
の
み
な
ら
ず

命
令
規
範
を
含
め
う
る
の
で

11
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
を
殺
し
た
」
と
い
う
刑
罰
規
定
（
刑
法
第
一
九
九
条
）
か
ら
、
禁
止
規
範
で
あ
る
作

為
・
結
果
犯
の
構
成
要
件
と
命
令
規
範
で
あ
る
不
作
為
・
結
果
犯
の
構
成
要
件
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
成
立
要
件
が
異
な

る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
真
正
不
作
為
犯
は
不
作
為
に
よ
る
作
為
犯
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
真
正
の
」
不
作
為
犯
な
の

で

12
）

あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
第
一
三
条
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
二
条
に
は
、
個
々
の
保
障
人
義
務
の
成
立
根
拠
・
範
囲
、
等
値
性
条
項
の
意

義
等
に
関
し
て
明
確
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
当
時
の
学
説
・
判
例
の
理
論
状
況
か
ら
止
む
を
得
な
か
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
罪

刑
法
定
主
義
の
内
容
を
成
す
明
確
性
原
則
と
の
関
連
で
依
然
と
し
て
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
こ
と
は
、
か
か
る
明
文
の
規

定
を
も
た
な
い
わ
が
国
に
は
な
お
さ
ら
あ
て
は
ま
る
。
法
的
安
定
性
の
確
保
は
今
後
の
学
説
・
判
例
の
発
展
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で

13
）

あ
る
。

Ⅳ

複
合
的
行
為
態
様
に
お
け
る
作
為
と
不
作
為

ａ

作
為
と
不
作
為
の
区
別

構
成
要
件
該
当
行
為
が
作
為
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
、不
作
為
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
、

は
た
ま
た
作
為
と
不
作
為
の
両
方
を
規
定
し
て
い
る
の
か
は
、
構
成
要
件
の
規
定
の
仕
方
と
解
釈
の
問
題
で
あ
る
。
不
真
正
不
作
為
犯
に

お
い
て
は
、
こ
れ
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
し
て
、
実
際
に
行
わ
れ
た
行
為
が
作
為
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
不
作
為
と
し

て
評
価
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
投
入
を
伴
う
積
極
性
（
つ
ま
り
身
体
活
動
）
は
作
為
で
あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

投
入
を
伴
わ
な
い
消
極
性
（
つ
ま
り
非
身
体
活
動
）
は
不
作
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
か
を
積
極
的
に
行
う
場
合
で
も
、
命
令
さ
れ
た
こ

と
を
し
な
い
限
り（
例
え
ば
、
被
害
者
に
楽
な
姿
勢
を
と
ら
せ
る
が
、
救
助
し
な
い
と
か
、
連
れ
て
行
か
な
い
）、
そ
れ
は
不
作
為
に
よ
る
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遂
行
で

14
）

あ
る
。
刑
法
上
重
要
な
積
極
的
作
為
と
い
う
の
は
、
構
成
要
件
記
述
に
対
応
し
、
し
た
が
っ
て
、
法
律
上
非
難
さ
れ
る
、
侵
害
結

果
に
変
化
し
う
る
危
険
を
創
出
す
る
行
為
に
限
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
危
険
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
無
く
存
続
さ
せ
る
に
過
ぎ
な
い

行
為
は
、
特
定
の
作
為
義
務
に
違
反
す
る
場
合
に
だ
け
、
刑
法
上
重
要
な
不
作
為
と
な
る
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
投
入
・
因
果
関
係
結

15
）

合
説
）。

人
の
存
在
そ
の
も
の
は
作
為
と
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
恐
喝
現
場
に
受
動
的
な
立
場
で
居
合
わ
せ
た
者
に
最
小
限
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
投

入
す
ら
欠
如
し
て
い
る
と
き
、
作
為
は
否
定
さ
れ
る
。
人
が
あ
る
場
所
に
存
在
し
て
い
る
つ
ま
り
居
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
事
情
が
第
三

者
の
犯
罪
行
為
と
因
果
関
係
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
投
入
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
。
不
作
為
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
但
し
、
そ
の
者
が
身
振
り
手
振
り
と
い
っ
た
何
ら
か
の
方
法
で
第
三
者
と
被
害
者
の
間
の
会
話
に
参
加
し
、
第
三
者
の
恐
喝

行
為
に
心
理
的
影
響
を
与
え
た
と
い
え
る
場
合
は
作
為
が
認
め
ら

16
）

れ
る
。
同
様
に
、
若
者
が
そ
の
女
性
友
達
に
男
性
ら
し
さ
を
示
そ
う
と

し
て
物
を
破
壊
す
る
と
き
に
も
同
じ
こ
と
が
言

17
）

え
る
。

ｂ

同
時
的
全
体
事
象

上
記
の
外
形
的
考
察
方
法
に
基
づ
く
規
準
で
作
為
と
不
作
為
を
簡
単
に
区
別
で
き
る
場
合
は
問
題
が
な
い

が
、
し
か
し
、
現
実
の
社
会
生
活
に
お
い
て
は
、
積
極
的
行
為
態
様
と
消
極
的
行
為
態
様
（
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
措
置
が
と
ら
れ
な

い
）
が
絡
ま
っ
た
形
で
現
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
場
合
、
刑
法
上
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
作
為
な
の
か
不
作
為
な
の
か
と
い
っ
た
厄

介
な
問
題
が
生
ず
る
。
刑
法
典
自
体
は
そ
の
判
断
規
準
を
与
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
一
般
に
、
不
真
正
不
作
為
犯
は
厳
格
な
可
罰
性
要

件
に
服
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
減
軽
事
由
と
な
り
え
る
の
で
、
不
作
為
は
作
為
ほ
ど
に
は
当
罰
的
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る

と
、「
可
罰
性
完
全
汲
み
尽
し
作
為
」
優
先
原
則
（P

rim
a
t d
es stra

fb
a
rk
eitsa

u
ssch

o
p
fen

d
en T

u
n
s

）
か
ら
出
立
す
る
べ
き
だ
と

一
応
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
複
合
的
行
為
態
様
の
場
合
、
作
為
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
但
し
、
作
為
が
行
為
全
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体
の
無
価
値
を
完
全
に
汲
み
尽
し
て
い
る
場
合
に
限
ら

18
）

れ
る
。

し
か
し
、「
可
罰
性
完
全
汲
み
尽
し
作
為
」優
先
原
則
は
限
定
さ
れ
た
範
囲
内
で
し
か
適
用
さ
れ
な
い
。
積
極
的
行
為
態
様
と
消
極
的
行

為
態
様
が
単
一
の
行
為
の
時
間
的
に
同
時
の
要
素
と
し
て
現
れ
、
全
体
事
象
を
形
成
し
て
い
る
、
つ
ま
り
、
通
常
、
時
間
的
に
同
時
に
生

起
す
る
こ
と
か
ら
し
て
、
全
体
事
象
に
照
ら
し
て
、
独
立
の
諸
個
別
行
為
に
技
巧
的
に
分
解
す
る
こ
と
に
意
味
が
な
い
場
合
に
限
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
（
狭
義
の
）
多
義
的
行
為
の
場
合
、
作
為
の
可
罰
性
が
不
作
為
に
優
先
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
積
極
的

行
為
態
様
と
消
極
的
行
為
態
様
が
独
自
の
性
質
を
有
し
て
い
る
全
体
事
象
の
場
合
に
は
、
こ
の
原
則
を
適
用
す
る
余
地
は

19
）

な
い
。
但
し
、

こ
の
多
段
階
的
事
象
と
同
時
的
事
象
の
区
別
は
流
動
的
で

20
）

あ
る
。

「
可
罰
性
完
全
汲
み
尽
し
作
為
」優
先
原
則
は
故
意
犯
に
妥
当
す
る
。
支
払
い
意
思
が
な
い
の
に
飲
食
物
を
注
文
し
、
あ
る
い
は
宿
泊
の

申
し
込
み
を
す
る
無
銭
飲
食
、
無
銭
宿
泊
の
場
合
、
客
の
支
払
い
意
思
に
つ
い
て
錯
誤
が
惹
起
さ
れ
、
し
か
も
こ
の
錯
誤
は
行
為
者
の
行

為
に
よ
る
と
い
え
る
か
ら
、
客
の
様
に
振
舞
う
こ
と
自
体
が
黙
示
の
挙
動
（
推
断
的
行
為
）
に
よ
る
欺
も
う
と
い
う
こ
と
に

21
）

な
る
。
妻
に

よ
る
嬰
児
殺
害
行
為
を
阻
止
せ
ず
、
同
時
に
、「
好
き
な
よ
う
に
や
れ
」
と
言
っ
て
妻
の
殺
害
計
画
を
促
進
す
る
（
救
助
義
務
の
あ
る
）
夫

に
は
、
故
意
の
作
為
犯
が
成
立

22
）

す
る
。
し
か
し
、
こ
の
原
則
の
主
要
適
用
領
域
は
過
失
犯
に
あ
る
。
積
極
的
行
為
が
作
為
犯
と
し
て
評
価

す
る
た
め
の
結
節
点
と
な
る
一
方
で
、
不
作
為
か
ら
行
為
不
法
（
客
観
的
注
意
違
反
）
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
積
極
的
行
為
そ
の
も
の

の
客
観
的
注
意
違
反
は
、
必
要
な
安
全
措
置
を
（
同
時
に
）
と
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
作

為
に
よ
る
遂
行
と
判
断
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
人
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
が
避
妊
用
具
を
使
用
し
な
い
で（
不
作
為
）

性
交
渉
を
も
つ
（
作
為
）

23
）

こ
と
、
適
当
な
側
面
距
離
を
と
ら
な
い
（
不
作
為
）
で
追
い
越
し
運
転
す
る
（
作
為
）
す
る

24
）

こ
と
、
無
灯
火
（
不
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作
為
）
で
運
転
す
る
（
作
為
）
こ
と
、
安
全
措
置
を
と
ら
な
い
（
不
作
為
）
で
危
険
物
を
保
管
す
る
（
作
為
）
こ
と
、
ス
キ
ー
リ
フ
ト
か

ら
ス
キ
ー
客
が
転
落
し
た
後
で
も
、
そ
れ
を
止
め
る
こ
と
な
く
（
不
作
為
）、
動
か
し
続
け
る
（
作
為
）
こ
と
、
遊
ん
で
い
る
子
供
た
ち
の

側
で
馬
を
放
ち
（
作
為
）、
そ
の
際
、
馬
の
監
視
を
せ
ず
、
子
供
た
ち
へ
の
危
険
な
接
近
防
止
措
置
を
と
ら
な
い
（
不
作
為
）
こ
と
、
摩
滅

し
た
タ
イ
ヤ
を
交
換
ぜ
ず
（
不
作
為
）
に
運
転
す
る
（
作
為
）
場
合
等
が

25
）

あ
る
。

同
時
的
全
体
事
象
に
お
い
て
も
、
例
外
的
に
、
可
罰
性
の
結
節
点
が
不
作
為
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
一
方
で
、
積
極
的
行
為
に
構

成
要
件
該
当
性
、
違
法
性
又
は
責
任
が
欠
如
し
、
し
た
が
っ
て
可
罰
性
が
な
く
、
他
方
で
、
不
作
為
に
独
自
の
無
価
値
が
認
め
ら
れ
る
場

合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
潜
水
指
導
者
が
夜
間
潜
水
の
講
習
指
導
を
実
施
中
、
潜
水
を
開
始
し
て
か
ら
間
も
無
く
後
方
を
確
認
し
な
い
ま
ま

移
動
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
、
受
講
者
ら
を
見
失
い
、
取
り
残
さ
れ
た
受
講
者
ら
が
圧
縮
空
気
タ
ン
ク
を
使
い
果
た
し
て
溺
死
し
た
場
合
、

移
動
し
た
（
作
為
）
が
、
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
場
合
の
適
切
な
措
置
を
と
っ
て
い
な
い
（
不
作
為
）
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で

26
）

あ
る
。

そ
の
他
、
ス
キ
ー
客
に
登
頂
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
（
作
為
）
が
、
危
険
性
を
特
に
示
唆
す
る
こ
と
な
し
に
、
あ
る
い
は
、
先
に
進
む
こ

と
を
明
ら
か
に
諌
め
る
こ
と
も
し
な
い
（
不
作
為
）
山
小
屋
管
理
人
の
例
も
挙
げ
ら

27
）

れ
る
。

さ
ら
に
、
作
為
に
不
作
為
が
伴
う
と
き
に
、
当
該
作
為
と
結
果
の
発
生
の
間
の
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
場
合
、
作
為
で
は
な
く
不
作

為
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
母
親
が
、
電
気
コ
ン
ロ
の
ス
イ
ッ
チ
を
い
た
ず
ら
し
た
こ
と
の
あ
る
三
歳
の
幼
児
を
残
し
て
外
出
し

た
と
こ
ろ
、
そ
の
幼
児
が
や
は
り
そ
れ
を
を
ひ
ね
っ
た
た
め
、
加
熱
板
の
横
に
あ
っ
た
紙
が
燃
え
、
台
所
に
火
災
が
発
生
し
、
そ
の
幼
児

が
窒
息
死
し
た
場
合
、
不
作
為
に
よ
る
過
失
致
死
が
認
め
ら
れ
る
。
母
親
が
外
出
し
た
と
い
う
作
為
と
結
果
の
発
生
と
の
間
に
は
因
果
関

係
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
母
親
が
家
に
残
っ
て
い
て
特
に
何
も
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
別
の
こ
と
を
し
て
い

不作為犯の体系と構造 ㈠
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て
も
、
や
は
り
当
該
結
果
は
発
生
し
て
い
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
例
で
は
、
結
果
を
回
避
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
と
ら

な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
結
果
の
発
生
は
確
実
性
と
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
避
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が

問
題
な
の
で

28
）

あ
る
。

ｃ

多
段
階
的
事
象

個
々
の
行
為
が
、
通
常
は
認
識
可
能
な
時
間
的
系
列
に
あ
る
た
め
独
自
の
評
価
が
可
能
で
、
そ
れ
故
、
単
一
の

事
象
と
し
て
で
は
な
く
、
結
果
に
至
る
全
体
事
象
の
独
立
し
た
、
し
た
が
っ
て
、
有
意
味
な
分
割
が
可
能
な
諸
部
分
と
し
て
考
察
で
き
る

場
合
、「
可
罰
性
完
全
汲
み
尽
し
作
為
」優
先
原
則
は
働
か
な
い
。
こ
う
い
っ
た
事
象
過
程
は
本
来
的
意
味
で
の
多
義
的
で
は
な
く
、
む
し

ろ
多
段
階
的
と
云
え
る
。
時
系
列
に
分
離
で
き
る
行
為
態
様
は
相
互
に
分
離
し
て
刑
法
上
の
評
価
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
続
い
て
必
要
に

応
じ
て
競
合
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
複
数
の
刑
法
上
評
価
さ
れ
う
る
行
為
（
作
為
及
び
／
又
は
不
作
為
）
の

ど
れ
が
最
終
的
に
処
罰
の
基
礎
と
な
る
の
か
が
問
題
と

29
）

な
る
。

積
極
的
行
為
に
続
き
、
不
作
為
を
遂
行
す
る
者
は
、
作
為
を
負
責
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
不
作
為
は
作
為
に
対
し
て
補
充
的
関
係

に

30
）

あ
る
。
例
え
ば
、
殺
害
の
意
図
で
ガ
ス
栓
を
開
け
、
引
き
続
き
そ
れ
を
意
図
的
に
閉
め
な
い
者
は
、
故
意
の
作
為
犯
に
問
わ
れ
る
。
こ

う
い
っ
た
単
一
の
意
思
決
定
に
基
づ
く
多
段
階
的
事
象
過
程
の
場
合
、
不
法
は
完
全
に
積
極
的
行
為
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
の
が
普
通
で

あ
る
。
ガ
ス
栓
を
開
け
る
者
は
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
危
険
を
創
出
し
（
作
為
）、
そ
の
後
、
そ
れ
を
閉
め
な
い
（
不
作
為
）
こ
と
で
結
果

の
発
生
に
至
ら
し
め
た
が
、
し
か
し
、
行
為
者
の
故
意
は
積
極
的
行
為
を
す
る
時
点
に
お
い
て
既
に
結
果
の
発
生
に
関
係
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
故
意
の
作
為
と
故
意
の
不
作
為
の
競
合
は
仮
像
問
題
に
過
ぎ

31
）

な
い
。
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こ
れ
と
は
異
な
っ
た
扱
い
を
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
単
一
の
意
思
決
定
に
基
づ
か
な
い
多
段
階
的
事
象
の
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
工
場

経
営
者
が
炭
疽
菌
で
汚
染
さ
れ
た
山
羊
毛
を
消
毒
し
な
い
（
不
作
為
）
で
加
工
の
た
め
に
従
業
員
に
渡
す
（
作
為
）
場
合
、
不
作
為
が
問

題
と
な
る
。
消
毒
を
し
な
い
と
い
う
不
作
為
の
時
点
で
は
、
た
し
か
に
、
危
険
は
発
生
し
て
い
る
が
、
結
果
回
避
義
務
を
基
礎
付
け
う
る

過
失
致
死
罪
の
構
成
要
件
的
状
況
が
い
ま
だ
存
在
せ
ず
、
危
険
な
山
羊
毛
が
労
働
者
に
渡
さ
れ
て
初
め
て
結
果
の
発
生
に
至
る
因
果
関
係

が
動
き
始
め
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
、
構
成
要
件
該
当
の
作
為
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
消
毒
し
な
い
と
い
う
不
作

為
は
過
失
犯
の
注
意
義
務
違
反
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
不
作
為
犯
の
意
味
で
の
不
作
為
で
は

32
）

な
い
。

踏
み
切
り
に
お
い
て
対
抗
す
る
自
動
車
双
方
の
運
転
者
が
互
い
に
譲
り
あ
お
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
、
駅
員
か
ら
後
退
を
促
さ
れ
た
運

転
者
が
踏
み
切
り
の
停
止
線
の
外
側
ま
で
下
が
っ
て
停
止
し
、
相
手
の
自
動
車
の
出
口
を
塞
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
自
動
車
を
軌
道
上

に
停
車
さ
せ
、
進
行
し
て
き
た
電
車
と
衝
突
さ
せ
て
、
電
車
の
往
来
を
生
じ
せ
し
め
た
場
合
、
不
作
為
に
よ
る
電
車
往
来
危
険
罪
が
成
立

す
る
。
そ
れ
自
体
問
題
の
な
い
自
動
車
を
後
退
さ
せ
る
こ
と
（
作
為
）
と
そ
れ
に
続
く
停
止
（
不
作
為
）
は
単
一
の
意
思
決
定
に
基
づ
い

て
い
な
い
。
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
い
と
い
う
不
作
為
が
故
意
又
は
過
失
の
対
象
で

33
）

あ
る
。
泥
酔
状
態
に
な
っ
た
内
妻
に
、
酔
い
を
醒
ま

す
た
め
に
風
呂
に
入
る
よ
う
に
命
じ
、
同
女
が
着
衣
の
ま
ま
浴
槽
内
に
入
っ
た
の
を
見
て
一
旦
就
寝
し
、
約
六
時
間
後
に
同
女
が
ま
だ
浴

槽
内
の
水
に
浸
か
り
大
声
を
出
し
て
い
る
の
を
見
て
風
邪
を
ひ
か
せ
な
い
よ
う
に
浴
槽
の
水
を
抜
き
、
同
女
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
た
と
こ

ろ
、
同
女
が
洗
い
場
で
死
亡
し
た
場
合
、
栓
を
抜
い
て
浴
槽
内
の
水
を
抜
い
た
と
い
う
作
為
そ
れ
自
体
は
咎
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な

く
、
結
果
の
発
生
を
防
止
し
な
い
と
い
う
不
作
為
が
問
題
と

34
）

な
る
。
脳
内
出
血
に
よ
り
重
度
の
意
識
障
害
の
状
態
に
あ
る
入
院
中
の
患
者

を
病
院
中
か
ら
連
れ
出
し
、「
シ
ャ
ク
テ
イ
治
療
」す
る
た
め
に
ホ
テ
ル
ま
で
運
び
込
み
、
生
存
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
い
ま
ま
放
置
し

た
た
め
、
同
人
が
翌
日
死
亡
し
た
場
合
、
点
滴
装
置
や
酸
素
マ
ス
ク
を
取
り
外
し
、
病
院
か
ら
連
れ
出
す
と
い
う
作
為
の
時
点
で
は
、
病
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人
の
生
命
に
対
す
る
重
大
な
危
険
を
は
ら
ん
だ
行
為
と
は
い
え
る
も
の
の
、
殺
人
の
実
行
行
為
を
認
定
す
る
に
足
る
現
実
的
・
具
体
的
危

険
が
無
く
、
連
れ
込
ん
だ
ホ
テ
ル
内
で
患
者
の
生
存
に
必
要
な
措
置
を
一
切
行
わ
な
か
っ
た
と
い
う
不
作
為
の
時
点
で
、
患
者
の
生
命
に

対
す
る
現
実
的
・
具
体
的
危
険
が
発
生
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
殺
人
の
実
行
行
為
が
認
め
ら

35
）

れ
る
。

そ
の
他
、
妻
が
泥
酔
し
て
い
る
夫
を
確
実
に
家
に
連
れ
戻
す
た
め
に
、
居
酒
屋
に
迎
え
に
行
き
、
帰
途
、
争
い
と
な
っ
た
た
め
に
危
険

な
川
の
浅
瀬
の
側
に
放
置
し
、
そ
の
後
、
夫
が
転
落
し
、
溺
死
し
た
場
合
も
、
迎
え
に
行
き
、
家
に
連
れ
帰
る
（
作
為
）
と
こ
れ
に
続
く

放
置
（
救
助
不
作
為
）
は
、
単
一
の
意
思
決
定
に
基
づ
い
て
い
な
い
。
積
極
的
行
為
に
は
、
夫
の
生
命
・
身
体
に
関
し
て
、
過
失
も
い
わ

ん
や
故
意
も
認
め
ら
れ
な
い
。
過
失
又
は
故
意
の
対
象
は
、
積
極
的
行
為
を
継
続
し
な
い
、
な
い
し
、
必
要
な
救
助
措
置
を
と
ら
な
い
と

こ
ろ
に
あ
る
。
盲
人
を
助
け
て
横
断
歩
道
を
を
わ
た
る
途
中
、
放
置
し
て
立
ち
去
る
者
も
同
様
に
扱
わ
れ
る
。
立
ち
去
る
行
為
そ
れ
自
体

は
積
極
的
行
為
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
可
罰
性
を
基
礎
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
立
ち
去
る
行
為
そ
れ
自
体
は
無
害
で
あ
り
、
不

救
助
、
不
監
督
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
為
無
価
値
が
認
め
ら
れ
る
。
立
ち
去
る
行
為
（
作
為
）
と
結
果
発
生
の
間
に
は
因
果
関
係
も
な
い
。

他
の
い
か
な
る
積
極
的
行
為
を
し
よ
う
と
、
結
果
の
発
生
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
因
果
関
係
が
あ
る
の
は
、
結
果
回
避
の

た
め
の
命
令
さ
れ
た
作
為
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
横
断
歩
道
の
途
中
に
置
い
て
き
ぼ
り
を
さ
れ
た
被
害
者
を
横
目
に

走
り
去
る
他
の
歩
行
者
（
非
保
障
人
）
が
作
為
犯
の
廉
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は

36
）

な
い
。
妻
が
泥
酔
の
夫
を
乗
用
自
動
車
で
迎
え
に
行
き
、

帰
路
、
夫
を
道
路
わ
き
の
危
険
な
場
所
に
遺
棄
す
る
と
き
は
、
単
一
の
意
思
決
定
の
存
否
と
は
関
係
な
く
、
積
極
的
行
為
が
刑
法
上
の
評

価
の
結
節
点
で
あ
る
。
妻
が
泥
酔
の
夫
を
迎
え
に
行
く
が
、
助
け
の
な
い
状
態
に
放
置
す
る
つ
も
り
の
と
き
は
、
も
と
よ
り
単
一
の
意
思

決
定
が
認
め
ら

37
）

れ
る
。
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過
失
の
作
為
に
続
い
て
故
意
の
不
作
為
が
遂
行
さ
れ
る
と
き
、
作
為
が
不
作
為
に
対
し
て
補
充
の
関
係
に
あ
る
。
例
え
ば
、
他
人
を
不

注
意
に
川
に
突
き
落
と
し
、
そ
れ
か
ら
、
被
害
者
は
泳
げ
な
い
こ
と
に
気
づ
き
な
が
ら
、
救
出
し
な
い
者
は
、
突
き
落
と
す
と
い
う
作
為

と
救
助
し
な
い
と
い
う
不
作
為
を
遂
行
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
故
意
の
不
作
為
が
無
価
値
を
完
全
に
覆
っ
て

38
）

い
る
。

複
合
的
行
為
態
様
に
お
い
て
、
積
極
的
行
為
が
、
構
成
要
件
該
当
性
な
し
、
違
法
阻
却
、
責
任
阻
却
と
い
っ
た
理
由
か
ら
可
罰
性
が
欠

如
す
る
と
き
、
積
極
的
行
為
後
の
不
作
為
の
可
罰
性
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
被
害
者
を
誤
っ
て
一
室
に
閉
じ
込
め
た
後
、
そ
れ
に
気

づ
き
な
が
ら
意
識
的
に
開
錠
し
な
い
と
か
、（
そ
れ
自
体
社
会
的
相
当
の
）
ガ
ス
栓
を
開
け
た
が
、
閉
め
忘
れ
た
と
い
っ
た
場
合
で

39
）

あ
る
。

ｄ

「
非
難
可
能
性
の
重
点
」
説

ド
イ
ツ
の
通
説
と
目
さ
れ
て
い
る
の
が
「
非
難
可
能
性
の
重
点
」
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
複

合
的
行
為
態
様
に
お
い
て
は
、
作
為
の
面
が
よ
り
多
い
の
か
、
不
作
為
の
面
が
よ
り
多
い
の
か
に
よ
っ
て
、
作
為
の
当
罰
性
か
不
作
為
の

当
罰
性
が
決
定
さ

40
）

れ
る
。
連
邦
裁
判
所
も
、「
規
範
的
に
見
て
且
つ
社
会
的
行
為
意
味
を
考
慮
し
て
、
刑
法
上
重
要
な
行
為
の
重
点
が
ど
こ

に
あ
る
の
か
」（B

G
H
S
t 6,

59

）
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、「
作
為
か
不
作
為
か
の
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
決
定
的
な
こ
と

は
、
行
為
者
態
度
の
重
点
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
に
関
し
て
は
、
事
実
審
裁
判
官
が
評
価
的
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
し
て「
非

難
可
能
性
の
重
点
」
説
を
支
持
し
て

41
）

い
る
。

し
か
し
、「
非
難
可
能
性
の
重
点
」説
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
非
難
可
能
性
の
重
点
と
い
う
の
は
循

環
論
証
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
為
犯
に
あ
っ
て
は
「
非
難
」
が
作
為
に
向
け
ら
れ
、
不
作
為
犯
に
あ
っ
て
は
「
非
難
」
は

不
作
為
に
向
け
ら
れ
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
非
難
に
方
向
を
与
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
に
作
為
、
不
作
為
の
区
別
が
為
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さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
非
難
可
能
性
の
「
重
点
」、
つ
ま
り
、
事
象
の
「
社
会
的
意
味
」
に
よ
っ
て
作
為
、
不
作
為
を

区
別
す
る
規
準
が
不
明
確
で
、
し
た
が
っ
て
、
感
情
司
法
に
流
れ
る
。
第
三
に
、
作
為
に
も
不
作
為
に
も
と
れ
る
事
例
に
お
い
て
、
作
為

に
伴
う
不
作
為
と
い
う
の
は
、
過
失
犯
に
特
有
の
不
作
為
要
素
の
現
象
形
態
、
す
な
わ
ち
、
注
意
の
懈
怠
に
す
ぎ
な
い
。
特
別
の
、
あ
ら

ゆ
る
過
失
に
特
有
と
は
い
え
な
い
不
作
為
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
の
印
象
を
受
け
る
の
は
、
一
般
的
「
注
意
」
を
払
う
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
正
確
に
規
定
さ
れ
た
安
全
対
策
が
と
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
き
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
注

意
命
令
の
具
体
化
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、
理
論
的
に
は
、
非
難
可
能
性
の
重
点
を
必
要
な
注
意
を
払
わ
な
い
と

い
う
と
こ
ろ
に
見
る
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
過
失
犯
を
不
作
為
犯
扱
い
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
結
論
を
支

持
す
る
者
は
誰
も
い
な
い
。
第
四
に
、
積
極
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
た
過
失
の
結
果
惹
起
を
、
保
障
人
義
務
に
違
反
し
な
い

不
作
為
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
罰
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
法
律
と
も
合
致
し
な
い
。
過
失
犯
の
規
定
（
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
二

二
条
）
は
「
人
の
死
を
過
失
に
よ
っ
て
惹
起
し
た
」
と
だ
け
定
め
て

42
）

い
る
。

ｅ

作
為
に
よ
る
不
作
為

行
為
態
様
を
作
為
又
は
不
作
為
と
し
て
評
価
す
る
問
題
と
の
関
連
で
生
ず
る
特
別
の
事
例
が
い
わ
ゆ
る

「
作
為
に
よ
る
不
作
為
（U
n
terla

ssen
 
d
u
rch

 
T
u
n

）」
で
あ
る
。
自
然
主
義
的
考
察
か
ら
は
積
極
的
行
為
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

評
価
的
考
察
、
つ
ま
り
、
社
会
的
意
味
か
ら
す
る
と
不
作
為
と
見
ら
れ
う
る
場
合
、
不
作
為
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え

ば
、
自
ら
行
っ
た
、
し
か
し
ま
だ
効
果
の
現
れ
て
い
な
い
救
助
行
為
を
積
極
的
に
後
戻
り
さ
せ
る
が
、
そ
の
際
同
時
に
、
第
三
者
の
行
う

救
助
行
為
を
妨
害
す
る
こ
と
は
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
行
為
者
は
、
救
助
行
為
を
初
め
か
ら
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
、
生
じ

た
で
あ
ろ
う
状
態
を
創
出
し
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る（
い
わ
ゆ
る「
命
令
遂
行
の
試
み
の

43
）

中
止
」。
そ
の
背
後
に
あ
る
考
え
は
、

積
極
的
中
止
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
の
意
味
が
究
極
的
に
は
結
果
発
生
を
阻
止
す
べ
し
と
の
命
令
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
溺
れ
て
い
る
人
を
め
が
け
て
浮
き
輪
を
そ
も
そ
も
投
げ
な
い
、
浮
き
輪
を
い
っ
た
ん
投
げ
た
が
、
溺
れ
て
い
る
者
が
そ
れ
を
捉
え
る

前
に
奪
う
か
は
、
評
価
的
考
察
か
ら
は
同
じ
こ
と
で

44
）

あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
医
師
の
心
臓
圧
力
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
打
ち
切
り
が
早
す
ぎ
た
場

合
に
も
言
え
る
。
医
師
は
そ
れ
以
上
の
救
命
措
置
を
や
め
た
に
過
ぎ

45
）

な
い
。

末
期
状
態
に
お
い
て
、
医
師
が
患
者
の
心
肺
装
置
や
呼
吸
器
を
は
ず
す
の
も
不
作
為
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
医
師
が
医
療
装
置
の
つ
ま

み
を
押
す
際
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
投
入
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
患
者
の
死
が
招
来
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
因
果
関

係
説
」
か
ら
は
作
為
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
社
会
的
・
価
値
的
に
見
る
と
、
医
療
装
置
の
つ
ま
み
を
押
す
こ
と
の
意
味
は
こ
れ
以
上
延

命
措
置
を
と
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
結
果
の
回
避
を
し
な
い
と
い
う
医
師
の
行
為
は
、
上
記
の
心
臓
圧
力
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
打
ち

切
り
に
比
肩
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
薬
物
療
法
の
打
ち
切
り
が
許
さ
れ
る
場
合（
不
作
為
）、
医
療
装
置
を
使
用
す
る
治
療
の
打
ち

切
り
も
許
さ
れ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

46
）

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
医
療
装
置
の
つ
ま
み
を
押
す
と
い
う
行
為
は
、
そ
の
社
会
的

意
味
か
ら
、
医
療
措
置
を
し
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
不
作
為
と
理
解
さ
れ
る
。
医
師
が
心
肺
装
置
を
た
ま
た
ま
遮
断
す
る
か
、
あ
る
い
は
、

初
め
か
ら
心
肺
装
置
を
利
用
し
な
か
っ
た
か
は
規
範
的
に
見
る
と
な
ん
ら
の
違
い
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
客
観
的
行
為
不
法
帰
属
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
医
者
に
は
、
一
方
に
お
い
て
、
患
者
の
生
命
維
持
に
全
力
を
注
ぐ
べ
き
義
務
が
あ
る
も
の
の
、
し
か
し
他
方
に
お
い
て
、

死
の
切
迫
、
激
痛
、
ま
す
ま
す
長
引
く
意
識
喪
失
状
態
に
鑑
み
、
い
か
な
る
医
療
手
段
を
講
じ
て
も
生
命
延
長
措
置
を
と
る
義
務
は
な
い
。

非
可
逆
的
意
識
喪
失
者
あ
る
い
は
生
き
る
意
思
を
有
し
て
い
る
臨
死
者
の
生
命
維
持
措
置
を
と
ら
な
い
医
師
の
判
断
は
可
罰
的
で
は
な
い

の
で

47
）

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
看
護
師
、
そ
の
他
の
第
三
者
に
も
当
て
は

48
）

ま
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
積
極
的
行
為
に
よ
っ
て
新
た
な
危
険
を
創
出
し
た
と
い
え
る
場
合
、
例
え
ば
、
溺
れ
て
い
る
者
が
既
に
つ
か
ま
っ
て
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い
る
又
は
つ
か
め
る
こ
と
の
で
き
る
（
場
合
に
よ
っ
て
は
自
分
の
投
げ
た
）
浮
き
輪
を
奪
う
と
か
、
第
三
者
の
救
助
措
置
の
妨
害
を
す
る
、

例
え
ば
、
救
助
行
為
に
積
極
的
に
介
入
す
る
（
被
害
者
が
既
に
つ
か
ん
で
い
た
か
否
か
と
は
関
係
な
く
、
救
助
手
段
を
奪
う
と
か
、
救
助

船
を
破
壊
す
る
等
）
と
か
、
他
の
救
助
意
思
の
あ
る
者
を
他
の
方
法
で
積
極
的
に
妨
害
す
る
（
説
得
、
欺
も
う
、
脅
迫
又
は
暴
行
そ
の
他

か
ら
救
助
水
泳
者
を
殴
る
こ
と
ま
で
）
の
で
あ
れ
、
そ
こ
に
は
、
自
己
の
行
為
が
遮
断
さ
れ
て
い
る
と
い
う
単
に
不
作
為
の
無
価
値
が
表

現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
う
い
っ
た
場
合
、「
積
極
的
行
為
は
、
…
…
最
初
の
義
務
適
合
的
行
為
の
後
戻
り
を
超
え
て

49
）

い
る
」。
救

助
の
因
果
過
程
を
妨
害
な
い
し
断
絶
す
る
こ
と
は
作
為
に
よ
る
結
果
惹
起
で
あ
っ
て
、作
為
犯
を
理
由
と
す
る
行
為
者
の
処
罰
に
通
じ
る
。

但
し
、
行
為
者
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
た
因
果
過
程
が
構
成
要
件
該
当
結
果
を
確
実
性
と
先
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
回
避
で
き
た
場
合

に
限
ら

50
）

れ
る
。

作
為
に
よ
る
不
作
為
は
い
わ
ゆ
る
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
不
作
為
（o

m
issio lib

era in ca
u
sa

）」
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
保
障
人
が
積
極
的
行
為
に
よ
っ
て
自
分
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
行
為
義
務
を
果
た
せ
な
く
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
故
意
で
も
過
失

で
も
生
じ
う
る
。
例
え
ば
、
行
為
者
が
、
決
定
的
瞬
間
に
お
い
て
救
助
活
動
を
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
泥
酔
状
態
に
な
る
ま
で
飲

酒
し
、
行
為
無
能
力
に
し
、
そ
の
結
果
、
要
保
護
者
が
死
亡
し
た
と
き
、
自
然
的
考
察
か
ら
は
飲
酒
と
い
う
作
為
に
よ
っ
て
死
を
惹
起
し

た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
命
令
の
履
行
を
不
能
に
す
る
な
と
い
う
禁
止
に
違
反
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
禁
止
の
意

味
は
究
極
的
に
は
後
の
、
義
務
履
行
行
為
を
せ
よ
と
い
う
命
令
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
禁
止
は
作
為
義
務
以
上

に
は
広
が
ら
な
い
の
で
あ
る
。
積
極
的
行
為
の
無
価
値
は
不
作
為
の
無
価
値
に
由
来
す
る
。
も
と
よ
り
、
不
作
為
犯
の
成
立
は
、
故
意
又

は
過
失
の
作
為
が
あ
る
こ
と
、
相
応
の
構
成
要
件
が
あ
る
こ
と
、
及
び
、（
不
真
正
不
作
為
犯
の
場
合
に
は
）保
障
人
の
地
位
に
依
存
し
て

51
）

い
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
真

正
不
作
為
犯
と
不
真
正
不
作
為
犯
を
形
式
的
規
準
で
区
別
す
る
学
説
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
構
成
要
件
が
不
作
為
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
う
る
と
い
う
こ

と
が
構
成
要
件
に
直
接
表
現
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
真
正
不
作
為
犯
は
、
構
成
要
件
に
直
接
不
作
為
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪

で
あ
り
、
構
成
要
件
が
単
純
不
作
為
に
尽
く
さ
れ
る
か
、
こ
れ
を
超
え
て
結
果
の
発
生
が
要
求
さ
れ
る
か
と
は
関
係
が
な
い
。
不
真
正
不
作
為
犯
は
、
明
文

で
不
作
為
と
し
て
類
型
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
法
律
上
、
作
為
・
結
果
犯
と
表
現
さ
れ
る
構
成
要
件
を
ド
イ
ツ
刑
法
第
一
三
条
（
不
作
為
に
よ
る
作
為
）、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
刑
法
第
二
条
（
不
作
為
に
よ
る
作
為
）
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
不
作
為
犯
と
構
成
さ
れ
る
犯
罪
で
あ
る
（F

u
ch
s,
(F
n
.
2),
37.K

a
p R

n 1 ff.;

T
h
.
L
en
ck
n
er,

S
ch
o
n
k
e /S

ch
ro
d
er S

tra
fg
esetzb

u
ch
.
K
o
m
m
en
ta
r 26.

A
u
fl.,

2001,
V
o
rb
em

13 ff R
n 137

）。
日
本
で
も
形
式
的
規
準
説

が
一
般
的
で
あ
る
（
例
え
ば
、
福
田
平
『
全
訂
刑
法
総
論
』（
一
九
八
四
年
）
八
六
頁
）。
し
か
し
、
形
式
的
規
準
に
よ
れ
ば
、
真
正
不
作
為
犯
と
不
真
正
不

作
為
犯
の
実
質
的
差
異
が
消
失
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
真
正
不
作
為
犯
は
命
令
規
範
に
違
反
す
る
場
合
で
あ
り
、
不
真
正
不
作
為
犯
は
禁
止
規
範
に
違
反

す
る
場
合
で
あ
る
と
す
る
学
説
も
あ
る
（J.

B
a
u
m
a
n
n
,
U
.
W
eb
er,

u
.
W
.
M
itsch

,
S
tra
frech

t A
T
,
11.

A
u
fl.,

2003,
15 R

n 7 ff.

）。
し
か
し
、

こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
行
為
命
令
、
結
果
回
避
命
令
と
い
う
規
範
の
実
質
的
内
容
が
適
切
に
把
握
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
不
真
正
不
作
為
犯
は
そ
の
誤
解
を

与
え
か
ね
な
い
名
称
と
は
異
な
り
あ
く
ま
で
も
真
正
の
不
作
為
犯
で
あ
り
、
規
範
論
理
的
に
は
命
令
違
反
の
犯
罪
で
あ
る
。

４
）

N
o
w
a
k
o
w
sk
i,
(F
n
.
2),

V
o
rb
em

2 R
n 17.;

D
.
K
ien
a
p
fel,

F
.
H
o
p
fel,

S
tra
frech

t A
T
,
9.
A
u
fl.,

2001,
Z 28 R

n 1.;
H
ilf,

(F
n
.
1),

2
 

R
n 9.

な
お
、
真
正
不
作
為
犯
の
代
わ
り
に
単
純
不
作
為
犯
（sch

lich
te U

n
terla

ssu
n
g
sd
elik

te

）
が
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
代
わ
り
に
加
重
不
作
為
犯

（q
u
a
lifizierte U

n
terla

ssu
n
g
sd
elik

te

）
と
い
う
概
念
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。Jesch

eck
/W

eig
en
d
,
(F
n
.
3),

58 III 2.

５
）

H
ilf,

(F
n
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1),

2 R
n 9.
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K
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n 4 f.

８
）

オ
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ア
刑
法
第
二
八
八
条
第
一
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）
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つ
い
て
肯
定
説
を
展
開
す
る
の
が
、T
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(F
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.
2),
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K
a
p R
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）

参
照
、
浅
田
和
茂
『
刑
法
総
論
』
二
〇
〇
五
年
・
一
五
〇
頁
以
下
。
西
田
典
之
『
刑
法
総
論
』
二
〇
〇
六
年
・
一
〇
八
頁
以
下
。
同
「
不
作
為
犯
論
」
芝

原
邦
爾
ほ
か
編
『
刑
法
理
論
の
現
代
的
展
開
・
総
論

』（
一
九
八
八
年
）
七
一
頁
以
下
。
山
口
厚
『
刑
法
総
論
』（
第
二
版
）
二
〇
〇
七
年
・
七
六
頁
。
鎮

目
征
樹
「
刑
事
製
造
物
責
任
に
お
け
る
不
作
為
犯
論
の
意
義
と
展
開
」『
本
郷
法
政
紀
要
』
八
号
（
一
九
九
九
年
）
三
四
五
頁
以
下
。
消
極
説
と
し
て
、
松
宮

孝
明
『
刑
法
総
論
講
義
』（
第
二
版
）
一
九
九
九
年
・
八
二
頁
。
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）
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S
.
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d U
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G
a
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S
,
1973,

S
.
163 ff.,

174

「
刑
法
理
論
学
の
共
有
財
に
よ
れ
ば
…
…
不
作
為
者
が
定
め
ら
れ
た
こ
と

を
し
な
い
と
い
う
事
実
は
、
不
作
為
者
が
同
時
に
別
の
こ
と
を
す
る
（
遮
断
機
を
閉
じ
な
い
踏
み
切
り
番
が
そ
の
と
き
踏
み
切
り
小
屋
近
く
の
庭
園
で
仕
事

を
し
て
い
る
）
こ
と
と
相
容
れ
る
」。

15
）

H
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ilf,

(F
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1),

2 R
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参
照
、
山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
』（
第
二
版
）
二
〇
〇
八
年
・
二
二
〇
頁
。
大
越
義
久
「
作
為
と
不

作
為
」（
阿
部
純
二
ほ
か
編
『
刑
法
基
本
講
座
第
二
巻
』
所
収
）
一
九
九
四
年
・
八
一
頁
以
下
。
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二
人
の
同
僚
弁
護
士
が
依
頼
者
と
被
害
者
の
話
し
合

い
に
お
い
て
恐
喝
行
為
を
し
た
が
、
も
う
一
人
の
弁
護
士
は
こ
の
話
し
合
い
に
「
受
動
的
」
に
参
加
し
た
と
い
う
事
案
で
、
連
邦
裁
判
所
は
こ
の
弁
護
士
に

つ
き
作
為
に
よ
る
恐
喝
幇
助
を
認
定
し
た
）。
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）
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21
）

同
時
的
全
体
事
象
が
一
定
の
説
明
価
値
を
有
し
て
い
る
と
き
、
作
為
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、
推
断
的
行
為
に
よ
っ
て
錯
誤
を
惹
起
し
た
又
は
強
固
な
も
の

に
し
た
と
い
え
る
。D

.
K
ien
a
p
fel,

G
ru
n
d
riß

d
es o

sterreich
isch

en S
tra
frech

ts,
B
T
 
II,
2.
A
u
fl.,

1988,
146 R

n 67.

参
照
、
大
判
大
正
九
年

五
月
八
日
刑
録
二
六
輯
三
四
八
頁
﹇
無
銭
で
あ
る
こ
と
を
秘
し
て
飲
食
し
た
り
投
宿
し
た
り
す
る
こ
と
は
そ
の
行
為
自
体
が
欺
も
う
行
為
で
あ
り
作
為
犯
﹈。

最
決
昭
和
四
三
年
六
月
六
日
刑
集
二
二
巻
六
号
四
三
四
頁
﹇
代
金
支
払
い
不
能
の
事
実
を
秘
し
て
商
品
の
注
文
を
す
る
こ
と
は
そ
の
行
為
自
体
が
欺
も
う
行

為
で
あ
り
作
為
犯
﹈。
こ
れ
に
対
し
、
不
作
為
に
よ
る
欺
も
う
は
、
相
手
方
が
既
に
誤
っ
た
観
念
を
も
っ
て
い
た
と
き
、
あ
る
い
は
、
他
の
関
連
事
情
か
ら
誤
っ

た
観
念
を
も
っ
て
い
た
と
き
に
み
と
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
宝
石
店
主
が
顧
客
に
模
造
「
宝
石
」
を
模
造
で
あ
る
こ
と
を
秘
し
て
販
売
す
る
と
き
は
作
為
に

よ
る
欺
も
う
行
為
で
あ
る
が
、
店
員
が
誤
っ
て
高
価
な
値
札
を
つ
け
て
し
ま
っ
た
模
造
「
宝
石
」
を
顧
客
に
販
売
す
る
と
き
、
こ
れ
に
気
づ
き
な
が
ら
何
の

説
明
も
し
な
い
宝
石
店
主
に
は
不
作
為
に
よ
る
欺
も
う
行
為
が
認
め
ら
れ
る
。N

o
ll /T

rech
sel,

(F
n
.
10),

S
.
219.

次
の
判
例
は
、
作
為
義
務
を
肯
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
不
作
為
を
導
く
が
、
こ
れ
は
論
理
が
さ
か
さ
ま
で
あ
る
。
不
作
為
が
確
定
さ
れ
た
後
に
作
為
義
務
の
存
否
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

大
判
大
正
七
年
七
月
十
七
日
刑
録
二
四
輯
九
三
九
頁
﹇
準
禁
治
産
者
で
あ
る
こ
と
を
秘
し
て
相
手
方
か
ら
金
を
借
り
受
け
る
場
合
、
準
禁
治
産
者
で
あ
る
こ

と
を
告
知
す
る
義
務
が
あ
る
か
ら
不
作
為
犯
﹈。
大
判
昭
和
四
年
三
月
七
日
刑
集
八
巻
一
〇
七
頁﹇
抵
当
権
の
設
定
及
び
登
記
の
あ
る
不
動
産
を
売
却
す
る
に

当
た
っ
て
、
抵
当
権
が
設
定
・
登
記
さ
れ
て
い
る
事
実
を
告
知
し
な
い
と
き
、
告
知
義
務
が
あ
る
か
ら
不
作
為
犯
﹈。

22
）

R
.
M
o
o
s,
W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl.,

2002,
79 R

n 15.

23
）

B
a
u
m
a
n
n
/W

eb
er /M

itsch
,
(F
n
.
3),

15,
v
o
r R

n
.
1.

24
）

こ
の
事
案
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
（B

G
H
S
t.
11

(1958),
S
.
1 ff.

）
は
、
作
為
か
不
作
為
か
を
問
題
と
す
る
こ
な
く
、
連
結
ト
ラ
ッ
ク
運
転

者
が
車
間
距
離
を
十
分
に
と
っ
て
い
て
も
、
酩
酊
し
て
活
動
機
能
を
鈍
化
さ
せ
て
い
た
自
転
車
運
転
者
は
お
そ
ら
く
確
実
に
轢
死
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
理

由
か
ら
、
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
否
定
し
た
。

25
）

F
u
ch
s,
(F
n
.
3),

13.
K
a
p R

n 15.;
S
tein

in
g
er,

(F
n
.
6),

2 R
n 8 u

.
10 F

N
 
29.;

H
ilf,

(F
n
.
1),

2 R
z 25.

26
）

こ
の
事
案
に
お
い
て
、
最
決
平
成
四
年
一
二
月
一
七
日
刑
集
四
六
巻
九
号
六
九
三
頁
は
、
受
講
者
ら
を
見
失
っ
た
行
為
（
作
為
）
と
被
害
者
ら
死
亡
と
の

間
の
因
果
関
係
を
肯
定
し
て
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
。

27
）

H
ilf,

(F
n
.
1),

2 R
n 26.;

S
tein

in
g
er,

(F
n
.
6),

2 R
n 11.

28
）

C
.
R
o
x
in
,
(F
n
.
17),

31 R
n 88 f.

地
方
裁
判
所
は
「
幼
児
を
放
置
し
て
外
出
す
る
」
と
い
う
作
為
に
よ
る
過
失
致
死
罪
を
認
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
連
邦
裁
判
所
は
「
非
難
可
能
性
の
重
点
」
説
か
ら
不
作
為
に
よ
る
過
失
致
死
罪
を
認
定
し
た
。B

G
H
,
B
esch

1.
v
.
17.

8.
1999,

N
S
tZ 1999,

607 f.

29
）

R
o
x
in
,
(F
n
.
17),

31 R
n 96 ff.;

S
tein

in
g
er,

(F
n
.
6),

2 R
n 12.;

H
ilf,

(F
n
.
1),

2 R
z 27.
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30
）

N
o
w
a
k
o
w
sk
i,
(F
n
.
2),

2 R
n 41.

31
）

H
ilf,

(F
n
.
1),

2 R
n 28.

32
）

R
G
S
t 63,

211

（
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
作
為
か
不
作
為
か
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
作
為
を
前
提
に
立
論
を
進
め
て
い
る
）。R

o
x
in
,
(F
n
.
17),

31 R
n 67.;

G
ro
p
p
,
(F
n
.
2),

11 R
n 62.;

N
o
ll /T

rech
sel,

(F
n
.
10),

S
.
219.

33
）

東
京
地
判
昭
和
三
九
年
六
月
二
六
日
判
タ
一
六
四
号
一
五
二
頁
。
作
為
説
に
、
日
高
義
博
「
不
作
為
犯
」
西
原
春
夫
ほ
か
編
『
判
例
刑
法
研
究
一
巻
』（
一

九
八
〇
年
）
九
五
頁
以
下
、
九
九
頁
「
停
止
し
た
ま
ま
で
い
る
と
い
う
不
作
為
よ
り
も
、
停
止
し
て
Ｂ
の
運
転
す
る
自
動
車
の
出
口
を
塞
い
だ
と
い
う
作
為

に
刑
法
的
評
価
の
重
点
を
お
く
べ
き
で
あ
る
」。

34
）

東
京
高
判
昭
和
六
〇
年
一
二
月
一
〇
日
判
時
一
二
〇
一
号
一
四
八
頁
。

35
）

最
決
平
成
一
七
年
七
月
四
日
刑
集
五
九
巻
六
号
四
〇
三
頁
﹇
シ
ャ
ク
テ
イ
治
療
殺
人
事
件
﹈。

36
）

最
決
昭
和
四
三
年
一
一
月
七
日
裁
判
集
﹇
刑
事
﹈
一
六
九
号
三
五
五
頁
﹇
寒
い
冬
の
夜
酒
に
よ
っ
て
正
体
不
明
に
陥
っ
て
い
る
被
害
者
を
家
に
連
れ
帰
ろ

う
と
し
た
が
、
路
上
に
座
り
込
ん
で
動
こ
う
と
し
な
い
の
で
、
酔
い
を
醒
ま
さ
せ
る
た
め
順
次
衣
類
を
剥
ぎ
取
り
な
が
ら
引
き
ず
っ
て
行
っ
た
が
、
全
裸
に

し
て
も
動
こ
う
と
し
な
い
の
で
、
こ
れ
を
田
圃
中
に
放
置
し
た
事
案
に
つ
き
、
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
が
成
立
す
る
﹈。

37
）

H
ilf,

(F
n
.
1),

2 R
z 28.

最
判
昭
和
三
四
年
七
月
二
四
日
刑
集
一
三
巻
一
一
六
三
頁
は
、
人
を
自
動
車
で
轢
き
、
歩
行
不
能
の
重
傷
を
負
わ
せ
た
の
で
、

病
院
に
連
れ
て
行
こ
う
と
し
て
自
動
車
の
中
に
入
れ
た
が
、
医
者
を
呼
ん
で
や
る
と
欺
い
て
途
中
で
降
ろ
し
て
立
ち
去
っ
た
事
案
に
つ
き
、
置
き
去
り
と
い

う
不
作
為
に
よ
る
遺
棄
を
認
定
し
、
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
の
成
立
を
認
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
作
為
に
よ
る
遺
棄
と
見
る
べ
き
だ
と
す
る
見
解
が
あ
る（
生

田
勝
義
「
わ
が
国
に
お
け
る
不
真
正
不
作
為
犯
に
つ
い
て
（
一
）（
二
・
完
）」
立
命
館
法
学
一
二
八
号
（
一
九
七
七
年
）
四
五
五
頁
以
下
、
一
三
一
号
（
一

九
七
七
年
）八
五
頁
以
下
）。
見
解
の
差
異
は
、
遺
棄
の
意
思
が
生
じ
た
時
点
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か
に
基
づ
く
、
つ
ま
り
置
き
去
り
の
時
点
で
初
め
て
生
じ

た
の
か
、
走
行
時
に
既
に
生
じ
て
い
た
の
か
に
由
来
す
る
。
大
越
義
久
「
作
為
と
不
作
為
」
八
四
頁
。
し
か
し
、
自
動
車
か
ら
降
ろ
し
て
遺
棄
し
た
と
い
う

作
為
を
結
節
点
と
見
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
故
意
、
過
失
を
問
題
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
同
旨
、
内
田
文
昭『
刑
法
概
要
上
巻
』（
一
九
九
五
年
）三
一
三
頁
。

38
）

M
.
B
u
rg
sta
ller,

D
ie S

ch
ein
k
o
n
k
u
rren

z im
 
S
tra
frech

t,
JB
l 1978,

S
.
393 ff.

402.

こ
の
事
例
で
は
、
一
つ
の
結
果
発
生
が
故
意
殺
人
と
過
失

致
死
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
仮
像
競
合
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
。F

u
ch
s,
(F
n
.
3),

13.
K
a
p R

n 14.

こ
れ

に
対
し
て
、
真
の
競
合
関
係
を
認
め
る
が
、
量
刑
に
お
い
て
死
の
結
果
を
二
重
に
負
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
るK

ien
a
p
fel /H

o
p
fel,

(F
n
.

4),
Z 28 R

n 28.;
Jesch

eck
/W

eig
en
d
,
(F
n
.
3),

S
.
604.;

B
G
H
 
7,
287.

客
観
的
帰
属
論
か
ら
解
決
す
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

第
三
者
の
故
意
の
不
適
切
行
為
か
ら
の
類
推
で
、
結
果
の
発
生
を
社
会
的
に
優
越
す
る
、
故
意
の
不
作
為
の
帰
結
と
し
て
行
為
者
に
負
責
さ
せ
う
る
と
い
う
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見
解
で
あ
る
。S

tein
in
g
er,

(F
n
.
6),

2 R
n 12.

39
）

H
ilf,

(F
n
.
1),

2 R
n 30.

40
）

W
.
S
tree,

S
ch
o
n
k
e /S

ch
ro
d
er S

tra
fg
esetzb

u
ch
,
26.

A
u
fl.,

2001,
V
o
rb
em

13 ff R
n 158 m

N
.

「
非
難
可
能
性
の
重
点
」
説
は
メ
ツ
ガ
ー

に
遡
る
（R

o
x
in
,
(F
n
.
17),

31 R
n 75

）。E
.
M
ezg

er,
S
tra
frech

t A
T
,
9.
A
u
fl.,

1960,
S
.
76.

そ
れ
に
よ
る
と
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
の
問
題

は
、「
個
別
事
例
の
外
的
形
態
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
専
ら
、
法
的
非
難
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
で
何
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
に
よ
っ
て
答
え
る
こ
と
が
で
き

る
」。
例
え
ば
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
山
羊
毛
事
件
（
上
記
注
32
の
事
件
）
で
は
、「
事
実
関
係
を
ご
く
外
形
的
に
見
れ
ば
、
作
為
犯
（
未
消
毒
の
毛
を
渡
す
）

と
も
不
作
為
（
命
令
さ
れ
て
い
る
消
毒
を
し
な
い
）
と
も
と
れ
る
拠
り
所
が
十
分
に
あ
る
。
し
か
し
、
被
告
人
に
対
す
る
非
難
は
決
し
て
中
国
産
の
山
羊
毛

を
加
工
さ
せ
た
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
専
ら
、
消
毒
を
し
な
い
ま
ま
に
渡
し
た
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
事
例
は
不
作
為
犯
の

観
点
の
下
で
の
み
検
討
、
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
作
為
犯
と
不
作
為
犯
の
区
別
は
事
実
問
題
で
は
な
く
、
評
価
問
題
で
あ
る
。」
と
。

そ
の
教
科
書
第
九
版
ま
で
、
本
事
例
に
つ
い
て
は
不
作
為
犯
だ
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、「
非
難
可
能
性
重
点
」説
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
本
事
例
に
つ
い

て
は
作
為
犯
と
捉
え
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。E
.
M
ezg

er,
H
.
B
lei,

S
tra
frech

t A
T
,
14.

A
u
fl.,

1970,
S
.
81 f.

41
）

B
G
H
 
N
S
tZ
 
1999,

607

（
注
28
の
事
案
）。
地
方
裁
判
所
は
、「
子
供
を
放
置
し
て
外
出
し
た
」
と
い
う
作
為
に
よ
る
過
失
致
死
を
認
定
し
た
が
、
連
邦

裁
判
所
は
、「
非
難
可
能
性
の
重
点
」
説
に
立
脚
し
、「
な
る
ほ
ど
外
出
す
る
と
い
う
こ
と
は
積
極
的
作
為
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
こ
と
自
体
は
、
被
告

人
が
他
の
や
り
方
で
監
視
す
る
と
か
、
少
な
く
と
も
ガ
ス
栓
に
技
術
的
安
全
措
置
を
と
る
と
か
し
て
い
た
な
ら
、
無
害
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」と
判
断
し
て
、

不
作
為
に
よ
る
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
認
定
し
た
。

42
）

R
o
x
in
,
(F
n
.
17),

31 R
n 79 ff.;

K
.
K
u
h
l,
S
tra
frech

t A
T
,
5.
A
u
fl.,

2005,
18 R

n 14.

43
）

A
rm
in K

a
u
fm
a
n
n
,
U
n
terla

ssu
n
g
sd
elik

te,
1959,

S
.
107.;

H
.
-J.

R
u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
15),

V
o
r

13 R
n 47.

44
）

こ
れ
に
対
し
て
、
内
田
（
前
掲
書
・
注
37
）
三
〇
九
頁
以
下
は
、
行
為
者
は
一
旦
投
下
し
た
救
命
具
を
手
繰
り
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
溺
れ
て
い
る
者

の
法
益
（
生
命
）
を
悪
化
さ
せ
た
こ
と
を
理
由
に
作
為
と
見
る
。

45
）

K
ien
a
p
fel /H

o
p
fel,

(F
n
.
4),

Z 29 R
n 29.;

S
tein

in
g
er,

(F
n
.
6),

2 R
n 13.;

H
ilf,

(F
n
.
1),

2 R
z 33.

46
）

E
ser,

S
ch
o
n
k
e /S

ch
ro
d
er S

tra
fg
esetzb

u
ch
.
K
o
m
m
en
ta
r,
26.

A
u
fl.,

2001,
v
o
r

211 R
n
.
32.;

R
o
x
in
,
(F
n
.
17),

31 R
n
 
118.;

J.

W
essels,

W
.
B
eu
lk
e,
S
tra
frech

t A
T
,
32.

A
u
fl.,

2002,
R
n 703.;

S
tree,

(F
n
.
40),

V
o
rb
em

13 ff R
n 160.

こ
れ
に
対
し
、
作
為
犯
と
捉
え

な
が
ら
不
処
罰
と
す
る
作
為
犯
説
も
拮
抗
し
て
い
る
が
、
説
得
力
に
欠
け
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
自
然
死
権
」
を
肯
定
し
て
不
処
罰
を
導
く
説
（E

.

S
a
m
so
n
,
B
eg
eh
u
n
g u

n
d U

n
terla

ssu
n
g
,
W
elzel-F

S
,
1974,

S
.
579 ff.,

602

）
は
、
広
く
「
自
然
死
権
」
を
認
め
る
形
で
は
嘱
託
殺
人
の
立
法
趣
旨

不作為犯の体系と構造 ㈠
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に
反
す
る
の
で
、
延
命
措
置
の
中
止
の
許
さ
れ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
は
実
質
的
に
は
不
作
為
犯
を
前
提
と
し
た

立
論
と
な
る
し
、
同
じ
こ
と
は
「
規
範
の
保
護
目
的
」
論
か
ら
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
説
（Ja

h
n
k
e,
L
eip
zig
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetz-

b
u
ch
,
10.

A
u
fl.,

v
o
r

211 R
n 17

）
に
も
妥
当
す
る
。
蘇
生
の
継
続
が
患
者
の
意
思
に
合
致
し
な
い
場
合
に
は
構
成
要
件
該
当
性
が
否
定
さ
れ
る
、
さ
も

な
け
れ
ば
、
医
師
に
現
在
の
法
秩
序
と
相
容
れ
な
い
強
制
治
療
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
い
う
説
（R

u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
15),

v
o
r

13 R
n 47

）

も
あ
る
が
、
強
制
治
療
に
対
し
て
保
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
患
者
が
望
む
と
き
に
限
っ
て
、
医
師
に
よ
る
治
療
継
続
の
中
止
を
命
じ
る
の
で
あ
っ
て
、

嘱
託
殺
人
を
許
す
も
の
で
は
な
い
。
患
者
の
意
思
又
は
推
定
的
意
思
は
医
師
の
不
作
為
と
関
連
し
て
の
み
決
定
的
意
味
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
積
極
的
殺
害

の
場
合
に
は
な
ん
ら
の
意
味
も
有
し
な
い
。R

o
x
in
,
(F
n
.
17),

31 R
n 120.
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G
.
G
eilen

,
N
eu
e ju

ristisch
-m
ed
izin

isch
e G

ren
zp
ro
b
lem

e,
JZ 1968,

S
.
145 ff.;

M
o
o
s,
(F
n
.
22),

V
o
rb
em

75
79 R

n 45.
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E
ser,

(F
n
.
46),

v
o
r

211 R
n 32.

こ
れ
に
対
し
、
医
師
の
取
り
外
し
は
不
作
為
、
そ
れ
以
外
の
者
の
取
り
外
し
は
作
為
だ
が
、
意
識
の
あ
る
患
者
が
耐

え
難
い
苦
痛
の
た
め
に
人
工
延
命
装
置
の
遮
断
を
要
求
し
た
と
き
は
医
師
に
も
そ
れ
以
外
の
者
に
も
不
作
為
と
な
る
と
す
る
も
の
に
、R

o
x
in
,
(F
n
.
17),

31 R
n 123.;

C
h
.
S
ch
n
eid
er,

T
u
n u

n
d U

n
terla

ssen b
eim

 
A
b
b
ru
ch leb

en
serh

a
lten

d
er m

ed
izin

isch
er B

eh
a
n
d
lu
n
g
,
1997,

S
.
179,

190,

297.わ
が
国
に
お
け
る
不
作
為
説
に
、
西
原
春
夫
「
作
為
と
不
作
為
の
概
念
」（
平
場
還
暦
『
現
代
の
刑
事
法
学
（
上
）』
所
収
・
一
九
九
七
年
）
八
三
頁
以
下
。

金
沢
文
雄
「
人
工
呼
吸
器
の
遮
断
と
刑
法
」
広
島
大
学
政
論
叢
二
六
巻
五
号
一
一
三
頁
。
作
為
説
に
、
中
森
喜
彦
「
作
為
と
不
作
為
の
区
別
」（
平
場
還
暦
『
現

代
の
刑
事
法
学
（
上
）』
一
二
六
頁
以
下
。
神
山
敏
雄
「
作
為
と
不
作
為
の
限
界
に
関
す
る
一
考
察

心
肺
装
置
の
遮
断
を
め
ぐ
っ
て
」（
平
場
還
暦
『
現
代
の

刑
事
法
学
（
上
）』
九
九
頁
以
下
。
内
田
（
前
掲
書
・
注
37
）
三
一
七
頁
。

49
）

N
o
w
a
k
o
w
sk
i,
(F
n
.
2),

2 R
n 43.;

S
tein

in
g
er,

(F
n
.
6),

2 R
n 13.
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H
ilf,

(F
n
.
1),

2 R
n 34.
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F
u
ch
s,
(F
n
.
3),

R
n 18.;

S
tein

in
g
er,

(F
n
.
6),

2 R
n 15.;

H
ilf,

(F
n
.
1),

2 R
n 35.
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